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第１部 計画の策定にあたって 

第１章 計画の基本的な考え方 
 

第１節 計画策定の趣旨 
本市では、障害のある人もない人も、お互いの個性を認め尊重し合い、それぞれの役割と

責任を持って共に社会の一員として、社会活動に参加し、安心・快適な生活を送ることがで

きる「共生社会」の実現を図るため、平成２４年３月に「第２次京丹後市障害者計画」を策

定しました。同時に具体的な障害福祉サービスの目標量を定めた「第３期京丹後市障害福祉

計画」を策定、計画期間が３年であるため平成２７年３月には「第４期京丹後市障害福祉計

画」を策定し、必要な給付や利用支援策等を行いながら、障害福祉サービスの充実に取り組

んできました。 

 この間、わが国では、平成２５年４月に、障害者自立支援法から新たに障害者総合支援法

が施行され、障害者の定義に難病患者等が追加されるなど大きく変化してきています。 

さらにわが国は、国際条約である「障害者権利条約（障害者の権利に関する条約）」を平

成２６年１月に批准し、国内法の整備を進め、平成２７年３月「障害者雇用促進法（障害者

の雇用の促進等に関する法律）」の一部を改正する法律に障害者に対する合理的配慮の指針

を追加し、平成２８年４月には「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律）」を施行しました。 

特に「障害者差別解消法」では、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために、日常生活や社

会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除く

ことが重要としています。このため、障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の

不提供を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的な取り組

みを求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞ

れの立場において自発的に取り組むことを促しています。 

このような状況に対応するため、本市における障害者施策の基本指針として総合的な視点

から施策の体系化を図るとともに、障害者福祉の充実に向け、各種施策の方向性を明らかに

した新たな計画として「第３次京丹後市障害者計画及び第５期京丹後市障害福祉計画」を策

定するものです。 
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第２節 計画の位置づけ 
この計画は、障害者基本法第 11 条第３項に基づく市町村障害者計画と、障害者総合支

援法第 88 条第１項に基づく市町村障害福祉計画、児童福祉法第 33 条の 20 第 1 項に基

づく市町村障害児福祉計画を一体的に策定したものであり、本市における障害者施策全般

に関する基本計画として位置づけられるものです。このため、国の「障害者基本計画」及

び京都府の「京都府障害者基本計画」を踏まえたものとします。 

また、この計画は「第２次京丹後市総合計画」に即したものとするほか、本市の関連計

画である「京丹後市地域福祉計画」「京丹後市高齢者保健福祉計画」「京丹後市子ども・

子育て支援事業計画」「京丹後市健康増進計画」等の各種計画との整合性を持ったものと

します。 

【参考】 
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● 障害者基本法第 11 条第３項 

「市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障

害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町

村障害者計画」という。）を策定しなければならない。」 

 

● 障害者総合支援法第 88 条第１項 

「市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の

円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。」 

 

●児童福祉法 第 33 条の 20 第１項 

「市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害

児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)

を定めるものとする。」 
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第３節 計画の期間 
この計画の期間は、平成３０年度から平成３５年度までの６年間とします。 

ただし、障害者総合支援法に基づく自立支援給付、地域生活支援事業等の各種福祉サー

ビスについては、平成３２年度までの目標値を設定することとされているため、この計画

の障害福祉計画部分については、平成３０年度から平成３２年度までの３年間を計画期間

とします。 

また、計画については、今後、国の動向に伴い計画の根幹となる法律や制度などについ

て大幅な変更が生じた場合、適宜、見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 

  第３次 障害者計画 （６年間）  

第５期 障害福祉計画 (３年間)    

  
見直し 

第６期 障害福祉計画 (３年間) 
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第４節 計画の理念等 

１ 計画の基本理念 

 

 

 

 

地域には子どもや大人、高齢者、障害のある人など様々な人が生活しています。だれも

が住み慣れた地域で、生きる喜びを感じ、安心と尊厳を持って暮らせる社会を築くために

は、障害のある人の生活においても当然の権利として、主体性を持って社会、経済、文化、

スポーツなど、あらゆる活動に参加できる機会を保障された社会、物理的にも精神的にも

また慣習、観念その他あらゆるバリアフリー※の社会をめざしていかなければなりません。 

本市では、障害のあるなしにかかわらず日常生活又は社会生活を営む上で、障害のある

人とない人が共に生きる社会が普通の社会であるという「ノーマライゼーション※」と、障

害があってもライフステージ※のすべての段階において、障害に応じた自立生活を営むこと

のできる状態を保障することが可能となるよう支援する「リハビリテーション※」の理念、

さらに平成１８年国際連合総会において採択された「障害者権利条約」の趣旨を踏まえた

「障害者差別解消法※」の基本方針のもと、障害のある人もない人も、お互いの個性を認め

合い尊重し、だれもが障害による様々な環境の不便さを自分のこととして意識し、それぞ

れの役割と責任を持って共に社会の一員として、社会活動に参加し、安心・快適な生活を

送ることができる「共生社会」の実現に向けて施策の推進を図っていきます。 

 

 

「共に生きる障害者福祉の充実」 

※ バリアフリー： 
 住宅建築用語として、障害のある人が社会生活をしていくうえで障壁となるものを除去するという意味

で、段差などの物理的な障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害のある人の社会参加を困難にして

いる社会的・制度的・心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。 

※ ノーマライゼーション： 
デンマークのバンク・ミケルセンが知的障害のある人の処遇に関して唱え、北欧から世界へ広まった障害者

福祉の最も重要な理念。障害のある人を特別視するのではなく、社会の中で普通の生活が送れるような条件

を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方。 

※ ライフステージ： 
 人の一生を幼年期から老年期までのいくつかに区分した段階。それぞれの段階において生じる生活問題に応

じた福祉的援助のあり方が検討されている。 

※ リハビリテーション： 
障害のある人の身体的、精神的、社会的な適応能力の回復を図るための技術的な訓練プログラムにとどまら

ず、そのライフステージのすべての段階で、社会的・経済的に普通の生活を営むことのできる状態を保障す

ることができるように援助する、障害のある人の自立と参加をめざす障害者施策の理念。 

※ 障害者差別解消法： 
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号）平成 28年 4月施行。 
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２ 計画の視点 

 

（１）基本的人権の尊重 

 

計画の基本理念である「共生社会」を実現していくには、障害のあるなしにかかわらず、

市民のだれもが等しく基本的人権を享有する個人として尊重され、障害のあるなしによっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を認め合うことが大前提となります。各種

施策の推進にあたっては、この視点を大前提として進めていきます。 
 
 
（２）社会のバリアフリー化の推進 

 

計画の基本理念である「共生社会」を実現していくには、障害のあるなしにかかわらず、

すべての市民が社会を構成する一員として社会、経済、文化など、様々な分野の活動に参

加する機会が保障されることも重要な視点となります。そのため、毎日の生活を送る上で

の支障となる社会的障壁（バリア）※をなくすための配慮について市民全体で共有する仕組

みを進め、道路・交通・公共的施設などのバリアフリー化の推進とあわせて、差別や偏見

など心のバリアフリー化についても取り組みを進めるとともに、障害特性に応じたコミュ

ニケーション手段や情報取得手段、また地域生活を支援するためのサービス提供基盤を確

保するよう努めます。 

 
 
（３）障害の特性を踏まえた利用者本位の支援の展開 

 

障害のある人一人ひとりのニーズに対応するため、個々の障害特性を的確に把握すると

ともに、サービス提供事業所や関係機関、民間企業、ＮＰＯ※、当事者団体等と連携を図り、

ライフステージの全段階を通じた総合的かつ適切なサービスが提供できるよう支援体制を

整えていきます。また、利用者が自らの選択に基づき適切なサービスを利用できるよう、

相談支援や利用援助などの体制、さらにはケアマネジメント※の体制を強化します。 

※ 社会的障壁（バリア）： 
 障害がある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における制度・慣習一切のもの 
※ ＮＰＯ（Ｎon-Ｐrofit Ｏrganization）： 
 医療・福祉、環境、文化・芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力・交流、人権・平和、教育、女性などの

あらゆる分野の民間の営利を目的としない市民活動団体のこと。「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」 
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（４）総合的かつ効果的な施策の推進 

 

乳幼児期から高齢期まで、ライフステージの全段階を通じて自分らしい生活を送ること

ができるよう、保健・医療、福祉、教育、雇用・就労等の関係行政機関相互の緊密な連携

を確保するとともに、「京丹後市地域福祉計画」「京丹後市高齢者保健福祉計画」「京丹

後市子ども・子育て支援事業計画」「京丹後市健康増進計画」等との整合性にも視点を置

きながら、総合的な施策の展開を推進します。 

 
 
（５）市民参加と協働※の推進 

 

計画の基本理念である「共生社会」を実現していくには、行政や障害者団体等をはじめ

とする関係者だけが取り組めばよいというわけではありません。地域に暮らす市民一人ひ

とりの理解と協力が最も重要な要素となります。障害のある人が受ける制限は、障害のみ

に起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することで生じる環境が作り出

した「社会モデル※」の考え方を踏まえたものであり、障害のあるなしにかかわらず、すべ

ての市民が相互交流の輪を広げながら、共に地域のまちづくりを担う一員として、力をあ

わせ、障害のある人が日常生活を営む上で障壁となるような「社会的障壁（バリア）」の

ないまちづくりを進めることが大切となります。そのため、市民の参加と協働を重要な視

点として計画の推進を図ります。 

 

 

 

 
 

 

 

※ ケアマネジメント： 
 障害のある人等地域での生活に支援を必要とする人に対し，その人の生活全般にわたるニーズと様々

な社会資源を適切に結びつけ、調整を図りながら包括的継続的にサービスを確保していくための援助

方法のこと。 

 
※ 協働： 
 一般的には、「同じ目的のために、協力して働くこと」を意味する言葉。しかし、この計画において

は、障害のある人もない人も、行政機関や企業で働く人も、また、子どもから高齢者まで、京丹後市

に暮らす市民すべてが、同じ地域の一員として、相互にお互いの不足を補い合い、共に協力して、地

域の課題や目的のために取り組むことを意味する。 

 

※ 社会モデル： 
 障害を主として社会によって作られた問題とみなし、障害は個人に帰属するものではなく、社会環境

によって作り出されたものであるとされる。障害のある人の社会生活の全分野への完全参加に必要な

ことを社会全体の共同責任とする。 
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第２章 京丹後市の現状 
 

第１節 障害のある人の状況 

１ 京丹後市の人口の状況 

本市の総人口の推移をみると、平成 2９年は 56,337 人で、平成２３年の 60,784 人

と比べると 4,447 人減り、７.３％の減少となっています。年齢区分別にみると、「0～

14 歳」は 1,443 人減り、18.2％の減少、「15～64 歳」は 4,422 人減り、12.8％の

減少となっており、少子化の進行や生産年齢人口の減少が拡大している状況にあります。

「65 歳以上」は平成 2３年から 1,418 人増え、7.8％の増加となっており、高齢化率も

29.9％から 34.8％と 4.9 ポイント高く、高齢化が進んでいます。 

 

                    総人口の推移          （単位：人） 

年齢 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

0～14 歳 7,928 7,632 7,437 7,202 6,977 6,723 6,485 

15～64 歳 34,677 34,152 33,478 32,559 31,714 30,941 30,255 

65 歳以上 18,179 18,286 18,718 19,120 19,413 19,623 19,597 

 合計 60,784 60,070 59,633 58,881 58,104 57,287 56,337 

 

■資料：住民基本台帳登録人口：各年 3 月 31 日現在 
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２ 障害者手帳所持者の状況 

 

本市の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の各手帳所持者数の総数は、

平成２８年度末で 4,505 人となっています。このうち身体障害者手帳が 79.0％を占め最

も多く、次いで療育手帳が１３.8％、精神障害者保健福祉手帳が 7.2％となっています。 

平成２５年度から平成２８年度の４年間の推移を見ると、身体障害者手帳所持者数は１２

０人、療育手帳所持者数は３７人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は２２人増加していま

す。 

 

               障害者手帳の状況           （単位：人） 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

身体障害者手帳 3,439 3,382 3,601 3,559 

療育手帳 584 599 615 621 

精神障害者保健福祉手帳 303 307 311 325 

合 計 4,326 4,288 4,527 4,505 

                                    各年度 3 月末現在 

 

                障害者手帳の交付状況 
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（１）身体障害者の状況 

平成２８年度の身体障害者の障害別手帳交付は、肢体不自由が５5％と最も多く、次いで

内部障害２8.5％で、この２障害で全体の約８3％を占めています。また、平成２５年度か

ら平成２８年度の４年間の増加数は肢体不自由６７人で最も多く、次いで内部障害が３４人

の順になっています。聴覚障害は横ばい、その他の障害は増加傾向にあります。 

身体障害者手帳所持者の等級別割合を見ると、『軽度』（「５級」と「６級」の合計）につ

いては、約１６％であるのに対し、『重度』（「１級」と「２級」の合計）については、４０％

を超えており、『軽度』より『重度』の割合が高くなっています。 

 

            身体障害者手帳の年度別推移（種類別）    （単位：人） 

年 度 
視覚 

障害 

聴覚・ 

平衡機 

能障害 

音声・言

語・そし 

ゃく機能

障害 

肢体 

不自由 

内部 

障害 
合計 

平成 25 年度 249 272 45 1,892 981 3,439 

平成 26 年度 243 258 46 1,880 955 3,382 

平成 27 年度 263 279 51 1,989 1,019 3,601 

平成 28 年度 262 272 51 1,959 1,015 3,559 

                                    各年度 3 月末現在   

             身体障害者手帳の障害別交付状況 
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身体障害者手帳の年度別推移 

（単位：人） 

年 度 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 合計 
内 65 歳

以上 

平成 25 年度 951 460 600 919 252 257 ３,439 2,674 

平成 26 年度 914 458 584 914 257 255 3,382 2,643 

平成 27 年度 974 497 603 953 288 286 3,601 2,880 

平成 28 年度 958 496 585 945 286 289 ３,559 2,858 

                                   各年度 3 月末現在 

 

身体障害者の等級別割合           

（平成 2８年度）  

 
 

 
※ 身体障害者手帳： 
 身体に障害のある人が「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に交付されるもの。身

体障害者手帳の等級は重度から１級～６級に区分されているが、さらに障害により視覚、聴覚、平衡機能、音

声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、内部障害に分けられる。 

 

※ 内部障害： 
 身体障害の一種類で、呼吸器機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸

機能障害、肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がその障害範囲。 

 

 

■身体障害者手帳に係る資料：京丹後市障害者福祉課 
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（２）知的障害者の状況 

療育手帳の所持者の状況は、平成２５年度から平成２８年度の４年間の増加数は「A」が

１４人、「B」が２３人増え、増加傾向にあります。「A」が重度であり、平成２８年度では「B」

は「A」より 5.6％ポイント割合が高くなっています。 

 

療育手帳年度別推移 

（単位：人） 

年度 Ａ Ｂ 計 内 18 歳以上 

平成 25 年度 279 305 584 507 

平成 26 年度 284 315 599 515 

平成 27 年度 287 328 615 530 

平成 28 年度 293 328 621 535 

                                各年度 3 月末現在 

療育手帳の交付状況 

 

 

 

  
■療育手帳に係る資料：京丹後市障害者福祉課 

 

療育手帳の等級別割合       

（平成２８年度） 

※ 療育手帳： 
児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害と

判定された人に対して交付される手帳。障害の程度は、Ａ判定

が重度、Ｂ判定が中度・軽度でｓる。 
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（３）精神障害者の状況 

精神障害者保健福祉手帳の所持者の状況は、平成２５年度から平成２８年度の４年間の推

移は「１級」が３人減り、「２級」が２１人増え、「３級」が４人増え、全体人数は２２人増

え、増加傾向にあります。平成２８年度の精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別割合をみ

ると、「１級」が一番重度で 10.8％、「２級」が 60.3％、「３級」が 28.9％となってお

り、「２級」の割合が最も高くなっています。 

 

精神障害者保健福祉手帳の年度別推移     （単位：人） 

年度 １級 ２級 ３級 計 

平成 25 年度 38 175 90 303 

平成 26 年度 39 181 87 307 

平成 27 年度 35 188 88 311 

平成 28 年度 35 196 94 325 

                                  各年度 3 月末現在 

精神障害者保健福祉手帳の交付状況 

 
 

 

 

                 ■精神障害者保健福祉手帳に係る資料：京丹後市障害者福祉課  

精神障害者保健福祉手帳の等級別割合 

（平成２８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 精神障害者保健福祉手帳： 
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、都道府

県知事及び指定都市の市長が交付する手帳で、一定の精神障害の

状態にあることを証する。精神障害者の社会復帰の促進及び自立

と社会参加の促進を図ることを目的としており、交付を受けた人

に対して各種の支援策が講じられる。手帳の等級は、１・２・３

級まであり、精神疾患（機能障害）の状態と能力障害の状態の両

面から総合的に判定される。 
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第２節 特別支援学校の就学状況 

１ 特別支援学校の就学数の状況 

  

平成２９年１０月１日現在の京都府立与謝の海支援学校の各学部の生徒数は、以下の

とおりとなっています。 

京丹後市からの生徒は全体の５３.６％を占めています。 

 

 

与謝の海支援学校の生徒数（平成２９年１０月１日現在） 

 

学部 全体の生徒数 うち京丹後市の生徒数 

小学部  ４５ ２４ 

中学部  ３２ １７ 

高等部  ４８ ２６ 

計 １２５ ６７ 

                          ■資料：京都府立与謝の海支援学校 
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第３章 計画の目標 

 

第１節 第２次計画の成果と課題 
 

京丹後市障害者計画（第２次）では共に生きる障害者福祉の充実を基本理念に、「広報・

啓発活動」「生活支援」「療育・教育」「雇用・就労」「生活環境」「生きがい・社会参

加支援」の６つの施策の基本方向を定め、取り組みを推進してきました。この節では、計

画期間中の取り組み状況と、そこからみられた課題について取りまとめます。 

 

１ 広報・啓発活動 

本市では、障害に対する市民や地域の理解を広めるため、「広報きょうたんご」「きょ

うたんご くらしの支援ガイド」「ケーブルテレビ」などの情報媒体の活用や、障害者週

間における街頭啓発、ほっとはあと製品・作品展の実施などを通じて、市民への啓発を推

進しています。平成 2５年 9 月には本市と障害者事業所製品販売連絡協議会の連携事業と

して、障害のある人たちがつくられた製品の良さを広く知ってもらう情報発信の場として

市内の大型ショッピングセンターにおいて障害者製品常設販売所を開設しました。また、

各小中学校においては施設への訪問や点字図書館の見学、福祉施設への体験学習など学校

教育を通じ、障害のある人との交流機会の創出と理解の促進を図ってきました。さらに、

平成２８年 4 月から障害者差別解消法が施行され、本市人権啓発推進協議会を中心に人権

学習や講演会を通じ、障害に関する諸問題について啓発を行いました。平成２９年度には

「心のバリアフリー」運動を展開し、市民自らが障害者へのサポートや配慮について考え、

日常生活を送る上でのバリア（社会的障壁）を解消する取り組みを実施してきました。 

しかし、依然として障害への理解が進んでいるとはいえず、特に、発達障害や精神障害

についての理解はまだまだ進んでいないのが現状となっています。障害のある人が、共に

地域の中で生活するには、障害に関する地域の理解は必要不可欠なものであり、計画的に

関係機関との連携を図りながら効果的な広報・啓発活動の一層の推進が引き続き課題とな

ります。また一方で、知識だけでなく、実際に交流することを通じて障害への偏見や不安

感を解消していくことも重要な視点であり、当事者団体や社会福祉協議会、障害福祉サー
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ビス提供事業所、学校、自治会（区）など、多様な団体・機関と連携し、障害のある人と

ない人との交流機会を拡充していくことも重要な課題となります。 

 

（１）広報・広報啓発活動の充実 

取り組み 内  容 成果と課題 

広報紙・パンフ

レット・ホーム

ページ等の活用 

「広報きょうたんご」や「広報きょうた

んごおしらせ版」「きょうたんごくらし

の支援ガイド」、子育て応援ハンドブッ

ク「キッズナビ」、パンフレット、ホー

ムページ等の広報媒体を活用し、障害や

障害のある人について市民の理解と啓発

を推進します。 

制度や行事、特に障害者差別解消法について

は市広報誌で特集し、障害者の相談機関の周

知も広がった。視覚障害者の音声化ＣＤ「お

知らせ版」をＨ27 年度から実施している。

一層の普及の推進が課題である。市フェイス

ブックの広報ツールにより身近で早い情報

を発信することができた。 

マスメディアを

活用した啓発 

ケーブルテレビの自主放送枠などを活用

し、障害に関する諸問題について啓発を

行います。 

社会福祉法人や団体等が実施する行事、市職

員向けの手話教室などをケーブルテレビで

放映し障害者理解の啓発ができた。「FM た

んご」を活用し各種行事や制度の情報発信を

実施した。今後も意識的に市民の関心がもて

るような内容を検討し啓発していくことが

課題である。 

多様化する障害

に関する啓発の

推進 

地域自立支援協議会と連携し、発達障害

を含めた障害への理解、障害のある人へ

の支援のあり方について、民生委員・児

童委員・地域住民に対して講座を開催し、

啓発に努めます。 

民生児童委員協議会へ出前講座を行った。市

民向けには積極的に実施できなかった。 

計画的に取り組むことが必要である。 

 

「障害者週間」

等を中心とした

広報・啓発 

「障害者週間」等の期間において、障害

者団体等と連携し、啓発活動や障害への

理解を深めるためのイベント活動等を展

開します。 

「ほっとはあと製品＆作品展」の開催や障害

者製品常設販売所の開設、障害者団体や障害

者相談員と協働で、街頭啓発を実施した。多

くの市民への啓発になるよう工夫・改善して

いくことが課題である。 

障害者関係団体

による啓発活動

の促進 

障害に関して広く市民の理解を深めるた

め、障害者関係団体との連携・支援を強

化し、啓発活動の促進を図ります。 

各障害者団体は、映画・講演会等を積極的・

計画的に実施することができた。一般市民の

参加が少なく、より効果的な広報と障害者団

体と市民が共に取り組む仕組みの工夫が課

題である。 
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（２）福祉教育の推進 

取り組み 内  容 成果と課題 

学校における福祉 

教育の推進 

学校における福祉体験学習や

体験活動等をカリキュラムの

中に適切に位置づけ、障害の

ある人との交流機会を通して

お互いの心が通い合う環境づ

くりに努めます。 

小中学校では、総合的な学習の時間を活用し、福

祉体験等の学習を実施している。小学校では、4

年生の学習において車いす体験やアイマスク等の

体験学習、中学校では、点字体験や福祉施設への

職場体験等の学習を行っている。 

人権教育事業の推進 

障害に関する問題をはじめ、

様々な人権問題について正し

い理解と認識を深めるため、

講演会等の定期的な開催を図

ります。 

人権啓発映画会、人権啓発総合イベント及び人権

啓発講演会を実施するほか、啓発物品の配布など、

障害に関する問題はもとより、様々な人権問題に

ついて正しく理解、認識をしてもらう機会を創出

した。これら関係団体と連携をとりながら、各種

事業に取り組み、広く市民に対し、人権尊重意識

の啓発を図ることができた。 

市青少年健全育成会・市連合婦人会・京丹後市の

3 者による共催事業として講演会を実施するな

ど、多くの関係者等を巻き込んだ事業展開に心が

けている。 

各種イベントへの若い世代の参加が少ないことか

ら、開催時期の配慮、内容の選定、広報などがよ

り幅広い市民への啓発が可能となる工夫が必要で

ある。 

開催時期などを精査し、より多くの市民参加のも

と、人権問題について正しい理解と認識が持てる

ようさらなる工夫が必要である。 

障害に関する学習 

活動の推進 

 

公民館や図書館など社会教育

関連施設と連携し、障害に関

する理解を深めるための学習

活動の推進を図るとともに、

学習活動から障害のある人と

一般市民との協働による実践

活動につながる仕組みを検討

します。 

公民館活動において各種の人権学習に取り組んで

いるが、今後は障害に関する学習についても取り

組めるような指導・助言を行う。あわせて、健常

者と障害者が交流できる事業の展開についても指

導・助言を行う。 

図書館では、大活字本、視覚障害者用 DVDなどの

資料、また点字付さわる絵本や障害について学習

できる本を蔵書とし、障害者利用及び障害につい

ての理解を深めるよう取り組んでいる。 

障害者実習の受入、障害者施設の事業案内の共同

実施など、職員及び市民への障害の理解推進に取

り組んでいる。しかし、登録資料など、十分な数

があるとは言えないため、登録を増やしていくこ

と、施設においても、全ての市民が利用でき得る

施設への改善も計画的に行うことが必要である。 

福祉教育活動への 

支援 

社会福祉協議会などの関係機

関と連携し、福祉教育活動へ

の支援のあり方を検討しま

す。 

社会福祉協議会を中心となり、学校や企業、自治

区等への福祉教育や福祉学習について支援を行

い、福祉に対しての理解を広げることができた。 

職場体験等の学習を行っている。 

 



17 
 

（３）交流活動の促進 

取り組み 内  容 成果と課題 

障害者教育事業の 

推進 

障害のある人の社会参加を促進する

ため、交流活動や学習活動に必要な

指導者及び日常生活を支えるガイド

ヘルパー、ボランティアなどの育成

と組織化を図ります。 

社会福祉協議会や社会福祉法人等でボラン

ティアの養成講座等を実施した。今後も継続

的に取り組み、学習活動の場を広げていく必

要がある。 

学校における交流 

活動の推進 

社会福祉協議会をはじめ関係機関・

団体との連携を強化し、人権学習・

福祉体験学習の中で、特別支援学校

の児童・生徒との交流や施設訪問を

通じた障害のある人との交流機会の

充実を図ります。 

 

 

各小中学校では、各学園単位で特別支援学級

ふれあい交流会を実施しており、支援学校の

生徒と保護者が地元学園への行事などに参

加し交流をしている。 

支援学校では視覚障害の人と音楽の交流を

実施したり、峰山高等学校弥栄分校と花の苗

つけを一緒にしている。 

交流の場づくり 

障害のある人と地域住民との交流を

活発にするため、地域に密着した日

常的な取り組みやイベントなどの企

画・実施を検討します。 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度「はあと＆きらめきワークフェ

スタ in 京丹後」を開催し、講演会・ステー

ジ・作品展・物産展を実施。障害者に創造の

場と機会を提供し、障害者が製作した作品等

を通して障害者の可能性を多くの市民に知

ってもらう機会となった。 

社会福祉法人が地域と協働しながら「ふれあ

い祭り（フェスタ）」等を開催し、地域の様々

な機関とつながり、交流の場を広げていっ

た。 

当時者団体が中心となり、当事者団体の思い

を伝える機会の一つとして車いす駅伝大会

を実施した。しかし、当事者団体の会員拡大

にはつながらず組織の存続が課題である。 
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２ 生活支援 

本市では、障害者総合支援法に基づき居宅介護や生活介護、就労継続支援、共同生活

援助などの障害福祉サービスをはじめ、相談支援や移動支援、日中一時支援事業などの

地域生活支援事業を実施するとともに、成年後見制度※利用支援事業や障害のある人の日

常的な金銭管理などを支援する地域福祉権利擁護事業などを実施し、できる限り地域の

中で生活できるよう支援を図っています。しかし、本市においては総人口が減少する反

面、障害者手帳所持者数は増加しており、障害のある人の居宅生活や日中における活動

の場、居住の場などを支援する障害福祉サービスの提供基盤を充実していくことが必要

となっています。特に本市においては、ホームヘルプや短期入所をはじめとする障害の

ある人が利用する福祉サービスの提供を、介護保険サービス提供事業所がカバーしてい

る事例もあり、障害のある人へのサービスの質の向上やサービス提供基盤の拡充を図る

ためにも、介護保険サービス提供事業所との連携を深めていくことも重要です。さらに

近年、精神障害や発達障害などに対する包括的な支援体制の構築についても課題になっ

ています。そのほか、医療的ケアが必要な人の在宅生活を支援ため、京都府と連携しな

がら２つの市立病院で医療型の短期入所ができる環境整備を行い、障害福祉サービスの

提供に努めました。 

保健・医療分野においては、障害を早期に発見し、適切な治療や療育、リハビリテー

ションなどのその後の対応へとつなぐことができるよう、総合検診や乳幼児健診を実施

するとともに、家庭訪問や電話相談などを通じて、保護者や家族、当事者における障害

受容の促進を図っています。今後も引き続き、保健・医療、福祉、教育と連携し障害の

早期発見・早期対応が可能な体制を充実していくことが必要となっています。また、精

神障害やこころの健康に問題のある人についても増加しており、本市においても主治医

や保健所、臨床心理士と連携し相談支援を実施していますが、相談体制のさらなる充実

を図るとともに、早期に適切な治療・対応に結びつくよう、疾病に関する理解を促進し

ていくことも課題となっています。 

障害のある人の健康づくりとして、本市では、健康診査の実施や事業所への出前講座

の実施、栄養相談・健康相談等の実施、精神障害者の家庭訪問などを行っています。ま

た、障害のある人が適切な医療を受けることができるよう、自立支援医療や重度心身障

害者医療、さらには、介護保険制度における訪問看護やリハビリテーションサービスを

提供しています。今後も引き続き、市内で専門的な医療を受けられる体制整備や必要な

医療サービス を受け続けることができるための支援が求められており、障害のある人の

地域生活を支えるための保健・医療・福祉サービスの提供基盤を拡充していくことは引

き続き大きな課題となっています。 
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本市は、若者の都市部への流出が止まらず、人口減と高齢化が進行し、地域福祉を支え

る担い手不足は顕在化しており、「支え手」「受け手」という関係を超え、お互いができ

ることを見つけ支え合う地域づくりが求められています。このような状況のなか、社会福

祉協議会や福祉委員を中心に、サロン活動や見守り事業などの小地域福祉活動が展開され

ています。住民相互の支え合いにより障害のある人が安心して地域生活を送ることができ

るように、これらの取り組みを障害のある人へも拡充し、だれもが地域社会の一員として

暮らすことができる地域としていくことも必要となります。 

障害のある人の生きがいづくりや社会参加を促進するため、本市では、毎年度「視覚・

聴覚障害者の交流研修会」を開催するとともに、資料館などの文化施設については入館料

の減免措置を講じ、障害のある人が文化・芸術などにふれる機会の創出を支援しています。

また、障害のある人の外出時の支援としてガイドヘルパー※の派遣や福祉タクシー等利用 

券の交付を行うとともに、手話通訳者や要約筆記者の派遣など、コミュニケーション支援

を実施し、生きがいづくりやスポーツ・文化・芸術・学習・レクリエーション活動などに 

参加できるよう支援してきました。しかし、障害のある人の生きがいづくりに重要な役割

を果たすスポーツ・文化活動などについては、障害のある人を対象とした教室や講座など、 

機会を提供する場が不十分であり、障害のある人が様々な機会を通じて、スポーツ・文化

活動などに親しめる場を創出していくことが必要となっています。一方、障害のある人の

社会参加を促進するには、機会の創出だけでなく、外出への支援やコミュニケーション支

援、障害特性に応じた情報提供を充実させ、様々な場に参加しやすい環境を整えていくこ

とも重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 成年後見制度： 
 知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度。具体的には、判断

能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づ

いて契約を締結した場合、それを取り消すことができるようにするなど、これらの人を不利益から守る制度。 

 

※ ガイドヘルパー： 
 外出時に付き添いが必要な障害のある人に対して、社会参加を促進するために援助を行う人をいう。 
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（１） 障害者福祉サービス等の充実 

① 自立支援給付・地域生活支援事業の推進 
 

取り組み 内  容 成果と課題 

障害者ケアマネジメ

ントシステム※の 

構築 

基幹相談支援センターの設置を通じて、

相談支援専門員の資質向上や本市におけ

る相談支援体制の強化を図ります。また、

サービス利用計画作成の対象者拡大にあ

わせ、自立支援協議会とも連携しながら

ケアマネジメントシステムの構築を進め

ます。 

基幹相談支援センター※の設置への検

討が進まなかった。相談支援事業の実

態と困難事例について自立支援協議会

で共有しているがマネジメントシステ

ムの構築はできていない。 

ケース会議やカンファレンスは随時実

施し関係機関との連携を図り相談支援

体制をとっている。 

相談支援専門員は一定の経験がないと

実践が難しく育成には数年必要であ

る。計画相談の内容を検証していく体

制と相談支援専門員の質をあげる人材

育成・養成のバックアップの仕組みが

継続的な課題である。 

 

地域生活支援事業の

推進 

障害のある人が、その有する能力と適性

に応じて、自立した日常・社会生活を営

むことができるよう、「相談支援事業」

「コミュニケーション支援事業」「日常

生活用具給付等事業」「移動支援事業」

「地域活動支援センター事業」の必須事

業に加え、その他事業として「訪問入浴

サービス事業」「生活支援事業」「日中

一時支援事業」「生活サポート事業」「社

会参加促進事業」を実施し、障害のある

人や介護者の地域生活を支援するサービ

スの充実を図ります。 

保護者が安心して働きながら、子育て

ができるよう児童日中一時支援事業を

実施している。市内 2 か所で実施して

いるが、夏休み等長期休暇時は特に利

用希望が多く、受入体制を整備するこ

とが課題である。 

特に中学生を受入体制が不足してい

る。 

 

 

 

 

 

 

※ ケアマネジメントシステム： 
 障害のある人や高齢者が自らの意思に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することを基本とし、それ

に対し保健・医療・福祉の専門家が連携(ケアチーム)して身近な地域で支援する仕組み及びその体制。 
 

※ 基幹相談支援センター： 
 平成 22年 12月 10日に成立した「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえ障害保健福祉施策を見

直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（改正自立支援法）」

において位置づけられ、総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援事業を主要な業務とする機関。 
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取り組み 内  容 成果と課題 

介護給付にかかわる

サービスの推進 

障害のある人が自立した日常生活を営むことがで

きるよう、障害者総合支援法に基づき、「居宅介

護」「重度訪問介護」「行動援護」「重度障害者

等包括支援」「療養介護」「生活介護」「短期入

所」「共同生活援助」「施設入所支援」や新たに

創設された「同行援護※」などの各サービスの提供

と基盤整備を進めます。 

同行援護についてはガイド

ヘルパーセンターを中心に

サービスの提供に努めるこ

とができた。 

社会参加を積極的される人

が増えており、特にイベント

や行事の参加が増えてきて

いる。 

ヘルパー人材の確保は課題

である。 

訓練等給付にかかわ

るサービスの推進 

障害のある人が自立した社会生活を営むことがで

きるよう、「自立訓練」「就労移行支援」「就労

継続支援」「共同生活援助」の各サービスの提供

と基盤整備を進めます。 

サービス提供事業所と連携

を図りながら進めることが

できた。 

補装具事業の実施 

障害のある人の身体機能を補完または代替し、日

常生活をしやすくするため、補装具の給付を行い

ます。 

国の制度とおり実施するこ

とができ、安定した日常生活

の維持を図ることができた。 

自立支援医療の給付 

身体の機能障害を除去または軽減するため、血液

透析療法や関節形成手術などの日常生活能力を回

復するための医療費や、通院により精神疾患の治

療を受けている人の医療費を支給します。 

国の制度とおり実施するこ

とができ、医療費の負担軽減

を図ることができた。 

ホームヘルパーの 

確保 

重度障害のある人への対応など、一人ひとりの障

害の状況に応じた支援が行えるよう、ホームヘル

パーの確保に向けた取り組みを推進します。 

介護保険提供サービス事業

所との課題の共有化を図り、

人材確保と定着に向けて京

都府のモデル事業を活用し

ながら進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 同行援護： 
 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動

に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 
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② その他の福祉サービス等の推進 

 

取り組み 内  容 成果と課題 

各種障害者手当等の

支給 

「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「特別児

童扶養手当」等の各種手当を支給します。 

国の制度とおり実施でき、経

済的負担の軽減を図った。 

在宅障害者介護 

支援金の支給 

在宅で生活する障害のある人を介護している家族

などに支給します。 

実施できた。国の制度と重な

る部分があり整理が必要で

ある。 

手帳交付申請用 

診断書料の助成 

障害のある人の経済的負担を軽減するため、身体

障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けるために必要な診断書料の一部を助成します。 

平成 25 年度より助成は廃止

としている。 

心身障害者扶養共済

制度掛金の助成 

 

 

 

 

 

心身障害者扶養共済制度掛金の一部助成を通して

加入を促進し、加入者死亡後の不安の軽減を図り

ます。 

※障害のある人の保護者が加入者となり掛け金を

納め、保護者に万一（死亡等）のことがあったと

きに、残された障害のある人に終身にわたって一

定額の年金が支給される制度。 

 

実施でき、経済的負担の軽減

となった。 

 

難病患者に対する 

サービスの実施 

在宅難病患者及び家族の福祉の向上を図るため、

ホームヘルパー派遣や日常生活用具の給付等を行

う在宅難病患者福祉事業を推進します。 

平成 25 年度より障害者の範

囲に難病者が加わり各種制

度が受けられるようになっ

た。 

介護保険制度との連携

によるサービス提供 

65 歳以上の障害のある人が可能な限り在宅での

生活や地域での生活を送ることができるよう、介

護保険制度に基づく各種サービスの提供を図りま

す。 

介護保険サービス提供事業

所や関係機関と連携を図り

ながら、その人の状況にあっ

たサービス提供を実施して

いる。 

 
 

 

 

 

 



23 
 

（２）健康・医療体制の充実 

取り組み 内  容 成果と課題 

介護保険制度

との連携によ

る医療的ケア

の提供 

要介護認定を受けた障害のある人に対して、

介護保険制度の中で、訪問看護や訪問リハビ

リテーション、通所リハビリテーションなど

必要な医療的ケアを提供します。 

訪問看護との連携により地域で支える体

制をさらに強化し安心して在宅で過ごす

ことができるよう継続的に実施できる体

制は必要である。今後はリハビリテーシ

ョンのさらなる充実が求められている。 

地域医療対策

事業の推進 

障害のある人をはじめ、市民が安心して生活

できるための医療環境及び救急診療体制を確

保するため、医療機関及び診療所への支援を

行います。 

地方の医療機関を取り巻く環境は、依然

厳しいながらも民間医療機関を支援する

ことで、地域の医療環境の確保、救急医

療体制を維持することができた。 

引き続き支援を行うとともに、丹後医療

圏における医療体制確保のため、地域連

携や国府等への要望等に努める必要があ

る。今後も継続して推進していく。 

市立病院の 

運営維持 

障害のある人をはじめ、市民が安心して生活

できるための医療環境を確保するため、市立

病院改革プランを踏まえ、市立病院の運営を

維持するための支援を行います。 

市立病院の運営を維持するため、必要な

経費の一部を一般会計から病院事業会計

に繰り出し支援を行った。 

引き続き支援することで、地域において

提供されることが必要な医療のうち採算

性等の面から民間医療機関による提供が

困難な医療を提供する市立病院の維持・

充実を図ることが必要である。 

医療の確保 

市の医療の充実に必要な医師の養成及び確保

を図るため、市立病院などの地域医療機関に

おいて医師の業務に従事しようとする者に対

して奨学金等の支援を行います。 

医療の充実を図るため医師の体制確保に

ついて奨学金制度を H19 年度から実施し

ている。 

これまでに、18 人貸与、5 人入職し、成

果があがってきている。 

課題として、制度利用者の拡大に向け、

広報を強化するとともに、制度利用者が

市立病院等の市内医療機関で勤務しやす

い体制を整える必要がある。 

障害のある人

の健康づくり 

障害のある人の健康の保持・増進を図るため、

出前講座による健康指導をはじめ、栄養相

談・健康相談の実施や健診結果に伴う保健指

導を実施します。 

障害福祉サービス事業所より依頼を受け

て、出前講座、健診結果説明等保健・栄

養指導を実施。対象者にあわせた指導に

より健康づくりに対する意識を高めるこ

とができた。さらに対象者の障害に応じ

た内容や指導の工夫が必要である 

 

こころの健康

づくり 

 

「京丹後市健康増進計画」に基づき、こころ

の健康づくりを推進します。安心して子ども

を産み育てることができる環境づくり、ここ

ろと体のバランスを崩しやすい思春期にある

青少年が安心して悩みを相談できる体制の整

備、高齢者の生きがい対策の推進など、地域

における様々な対策について、関係機関等と

の連携を図ります。 

こころの健康相談、こころの健診等実施

し、あらゆる年代のケースに対して相談

に応じ、必要時は、関係機関との連携を

図り、解決に向けて支援した。 
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（３）権利擁護の推進 

取り組み 内  容 成果と課題 

福祉サービス利用援

助事業（地域福祉権

利擁護事業）の推進 

知的障害や精神障害のある人など判断能

力が十分でない人が地域で安心して生活

できるよう、福祉サービスの利用援助や日

常的金銭管理の支援、相談などを行う権利

擁護事業を推進します。 

社会福祉協議会において実施してい

る。 

利用が少しずつ増えており、さらに 1

人に係る支援時間が長く、利用待ち

のケースがあり、困難ケースは京都

府へ相談をしながら利用に繋げてい

る。 

 

成年後見制度の利用

促進 

地域生活支援事業における「成年後見制度

利用支援事業」を推進するとともに、高齢

者施策における成年後見制度の利用支援

とも連携し、障害のある人の権利を擁護す

る成年後見制度の利用促進を図ります。 

ニーズはあるが制度利用にかかる啓

発が十分でない状況である。高齢化

が進む中さらなる体制整備は急務で

ある。 

 

障害者虐待防止セン

ター※の設置 

障害のある人への虐待に関する通報窓口

や相談等を行う障害者虐待防止センター

の設置を進めます。 

障害者福祉課に設置している。 

通報後の支援も大切であり、虐待を

行った側、受けた側の両方の支援体

制について関係機関との連携が必要

である。 

 

虐待防止に向けた連

携協力体制の構築 

障害のある人への虐待の未然防止や早期

発見、早期対応、適切な支援を行うため、

地域自立支援協議会などと連携し、地域に

おける関係機関等との協力体制・支援体制

の構築を進めます。 

自立支援協議会事業者支援部会にお

いて施設従事者の研修会を実施し

た。施設従事者の意識、支援のあり

方、組織のあり方等の改善に向けて

の事例検討等や情報共有の場が繰り

返し必要である． 

 

（Ｈ24年度～Ｈ28年度） 

養護者虐待通報        12件 

うち認定件数          9件 

 

施設従事者等虐待通報件数 7件 

（うち認定件数）     2件 

 

 

 

 

 

 ※ 障害者虐待防止センター： 
 平成 23年 6月 17日に成立した「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待

防止法）」により、市町村において福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設において設

置が規定された機関。 
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（４）地域福祉活動の推進 

取り組み 内  容 成果と課題 

地域福祉活動への支

援 

第２次京丹後市地域福祉計画に基づき、社会福祉

協議会等と連携しながら、自治会（区）や民生委

員・児童委員、ＮＰＯ、市民グループ等の主体的

な活動を支援し、地域全体の福祉の向上を図りま

す。 

今後も継続して活動に対する

支援を実施していく。 

小地域福祉活動の推

進 

社会福祉協議会と連携し、サロン活動や見守り活

動、住民懇談会等の交流活動など、障害のある人

をはじめ、地域の中で見守りや助け合いが必要な

人に対する支援活動を推進します。 

社会福祉協議会と連携し、自

治区サロン活動、絆ネット事

業等地域の見守りや交流活動

に対する支援を継続的に実施

していく。 

 

ボランティアの育成 

関係機関と連携し、ニーズに応じたボランティア

養成講座を開講するとともに、児童・生徒など、

幼少期からのボランティア体験を推進します。 

社会福祉協議会や社会福祉法

人においてボランティア養成

講座等を実施してきた。 

地元高等学校が福祉行事への

ボランティアに積極的に取り

組んでいる。 

 

ボランティア活動へ

の支援 

ボランティアセンター※の機能充実を図り、ボラ

ンティア活動に関する情報を積極的に発信する

とともに、活動できる拠点や場の整備に努めま

す。 

社会福祉協議会が中心的な役

割を果たしている。今後も他

機関との連携を強化できるよ

う情報の共有化が必要であ

る。 

障害者団体活動支援

事業 

市内で活動する障害者団体や関係者で構成する

団体に対して支援を行い、障害のある人の生きが

いづくりや福祉の向上を図ります。 

障害者団体の構成員の高齢化

が課題である。新たな支援の

あり方を検討する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

※ ボランティアセンター： 
 ボランティアをしたい人（団体）とボランティアの応援を求めている人（団体）をつなぐ中間支援組織。 
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３ 療育・教育 

本市では、発達障害への対応として、保育所・幼稚園の年中児を対象とした「すくすく

年中児発達サポート事業」を実施し、発達障害の早期発見・早期対応につなげています。

障害のある子どもの療育・保育体制については、適正に発達を促すことができる受け入れ

体制の整備が課題となっており、専門性の高い人材の育成をはじめ、地域における療育・

保育環境の充実を図ることが必要となっています。 

市立小中学校へ通う障害のある子どもへの教育について、本市では、小学校８校、中学

校２校に通級指導教室を開設するとともに、特別支援教育コーディネーター※やスクールサ

ポーターを配置し、発達障害などのある子どもへの教育支援の充実を図っています。また、

児童・生徒一人ひとりへのきめ細かな指導を行うための個別の指導計画、及び障害のある

子どもへの一貫した教育的支援を行うための個別の教育支援計画を作成するとともに教職

員に対しては特別支援教育※に関する研修講座の受講や校内研修を毎年実施し、教職員の指

導力向上を図っています。今後も現体制の充実を図るとともに、より障害の特性や状況に

応じた教育支援を行うため、特別支援学校や専門機関などとも連携し、個別の指導計画・

教育支援計画を定期的に評価・改善を行う機能を高めていくことが課題となります。 

一方、障害のある親や発達に課題のある子どものいる保護者への子育て支援についても

引き続き重要な課題となります。 

 

 

（１） 障害の早期発見・対応 

取り組み 内  容 成果と課題 

総合検診の実施 

一度に必要な各種検診を受診できるよ

う、20 歳以上の市民に対し健康診査

（40～74 歳は特定健診）を、40 歳

以上に各種がん検診を同時に実施しま

す。 

障害福祉サービス事業所と連携し、

障害があってもスムーズに受診でき

るよう、専用の受診時間を設ける等

対応している。一部リフトつきの検

診バスも配車している。 

健診は、検診車を用いた集団検診の

みの実施であり、重度障害者への対

応について課題がある。 

乳幼児健診の実施 

乳幼児を対象に、疾病や障害の早期発

見、早期対応を図るため、4 か月、10

か月、1 歳 8 か月、２歳６か月、３歳

児に健診を実施します。 

各健診とも適切な時期に受診できる

よう、日程や会場を調整しながら実

施。未受診者については受診勧奨や

個別対応を実施している。 

障害の早期発見・早期療育の他、保

護者への子育て支援を通して虐待の

未然防止の役割も高まっている。 

健診後のフォロー体制の確保、充実

が課題である。 
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取り組み 内  容 成果と課題 

相談・指導体制の充実 

健康相談や訪問指導、乳児家庭全戸訪

問事業、療育相談、こころの健康相談

などの各種事業と医療機関や保健師等

の専門機関との連携を強化し、より専

門性の高いアドバイスや本人・保護者

等の障害受容の促進に資する支援が行

えるよう内容の充実を図ります。 

 

新生児訪問をはじめ、必要に応じて

子育て相談や訪問指導などを実施

し、タイムリーな相談支援を行って

いる。 

保護者の障害受容には時間を要する

が、医療機関や専門機関につなげる

ことで、理解や受容が進むケースも

多くなったきた。 

すくすく年中児発達 

サポート事業の推進 

全保育所・幼稚園、認定こども園の４

歳児を対象に、集団の場が苦手な子ど

もや発達に課題のある子どもを早期に

発見し、保護者の障害受容の促進やそ

の子の困り感を少なくする支援を行い

ます。 

 

療育、発達相談等専門機関につなぎ、

保護者等が子どもの発達を理解し、

適切な対応を学ぶことができてい

る。また、教育機関との情報共有、

連携等で適切な就学指導につながっ

ている。受け皿である専門相談、療

育機関の不足と、本事業を就学時の

移行支援にどう生かすかが課題であ

る。 

発達支援ファイル※の 

活用 

（※乳幼児期から就労にい

たるまで一貫した支援をし

ていくため、障害のある人の

治療歴、サービスの利用履歴

等の履歴が記入されたファ

イル。） 

障害の発見から適切な治療や療育、教

育支援、就労へと一貫した支援に結び

付くよう、障害のある人の状態や治療

歴などの履歴等が記入された発達支援

ファイルの効果的な活用を図ります。 

Ｈ24年 10月より実施している。利用

促進に向けて自立支援協議会障害児

支援部会で検討している。全員に配

布ではないため必要な人に渡ってい

ない状況があり、保護者の障害受容、

了解が得られず、支援につながらな

いことが課題である。 

 

疾病に対する理解の 

促進 

各種健診や教室、相談時等の機会、

さらには広報紙、ケーブルテレビ等

を活用し、障害の原因となる疾病に

ついて、その予防や治療方法等につ

いて理解と周知を図ります。 

 

健診後の保健指導や教室、相談時等

の機会、さらには広報紙等を活用し、

障害の原因となる疾病についてその

予防等を周知することで関心を深め

広げることができた。 
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（２）就学前療育・保育の充実 

取り組み 内  容 成果と課題 

障害児保育の充実 

障害のある子どもが身近な地域で

一人ひとりの障害の状況に応じた

適切な保育を受けられるよう、受け

入れ体制の整備、指導員や保育士の

専門性の向上、保育内容の充実を図

ります。 

新規入所（園）児童は、面接時に、継続

児童は日常の保育を参考に支援の必要な

状況を把握し、児童の状況に応じて保育

士等の加配を行い集団保育・教育を実施

している。 

また、年 3 回保育士等研修会を開催し、

質の向上を図るとともに、発達相談等に

同行し、援助方法の助言を受けながら保

育・教育に反映させている。 

療育体制の充実 

療育相談や機能訓練などを有する

障害者支援施設を整備充実し、地域

での療育環境の整備に努めます。 

市内 1 か所、児童発達相談支援事業所が

あり、利用者は年々増加している。その

ため、職員体制、施設スペース等の課題

が出てきている。 

乳幼児健診などでは、保護者への発達の

遅れなどの受容が課題であり、声かけや

伝え方を研究しフォローができる体制を

整備していくことが必要である。最近は

2.3 歳児への療育が多い。この年齢にフ

ォローが出来なかったケースは４歳児の

年中児発達サポート事業でフォローされ

ている。 

専門機関（クリニック等）がなくフォロ

ーの受け皿が不足している。フォロー体

制の充実が課題である。 

またフォローされた後の体制も必要であ

り、専門医の人材確保が強く必要とされ

る。 

保育士の専門性も求められ、人材育成も

課題である。 

子育て家庭等への訪問

指導の推進 

妊娠・育児の不安や悩み、育児スト

レスの解消を図るため、保健師等が

妊産婦や乳幼児のいる家庭を訪問

し、母子の健康の保持増進を図ると

ともに、障害の早期発見、療育相談

等に応じます。 

地区担当保健師を中心に、新生児訪問を

実施。里帰りや入院等で訪問できなかっ

た場合も、後日あらためて訪問している。 

その後も、必要に応じて訪問し継続支援

を行っている。 

Ｈ28 年度には子育て世代包括支援セン

ターを開設し、妊娠期からの介入が可能

となった。妊娠期の訪問指導については、

充実に向けて検討が必要である。 

障害のある親への訪問

指導体制の確立 

障害のある親に対して育児や妊娠

時の不安や悩み、育児ストレスの解

消を図るための訪問指導体制の確

立を関係各課・機関と連携し、検討

を進めます。 

ケースに応じて保健所職員との同行訪

問、医療機関にて保護者を交えてのカン

ファレンスを開催するなど、各関係機関

と連携しながら支援を行っている。 

各機関の役割分担や窓口の明確化など、

保護者が安心できる体制づくりが必要で

ある。 
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（３）障害のある子どもの教育の充実 

①特別支援教育の推進 

取り組み 内  容 成果と課題 

就学指導の充実 

一人ひとりの障害の状態や特性に応じた

適正な就学（就園）指導が行えるよう、

就学指導に係る専門医や教職員、児童福

祉施設等の職員の参画を図りながら教育

支援委員会の機能強化に努めます。 

教育支援委員会では、個の発達や障害

の特性に応じた適正な就学指導を実施

している。また、重度の障害により特

別な支援を要する幼児・児童・生徒の

就学指導等を審議するため、専門医等

を委員とする専門部会を設置し、より

適性な就学指導に努めている。 

乳幼児期から就労に

いたるまで一貫した

支援体制の整備 

幼児期から学校への円滑な接続について 

は、地域自立支援協議会や特別支援学校、 

保護者との連携を強化し、情報を共有し 

合いながらニーズに応じた体制の確立を 

図ります。 

教育・保健・医療・福祉・就労等の関係 

機関と協力し、障害のある児童・生徒の 

状態に応じた自立及び社会参加が可能と 

なる力の育成を支援します。 

Ｈ27 年度より支援学校卒業予定者の就

労アセスメントによる進路相談の実施

体制に変わり、市、支援学校、就労移

行支援事業所、相談支援事業所等の連

携体制を構築し、一人ひとりの将来の

力を見据えた進路先（就労先等）を支

援している。 

Ｈ29 年度より進路支援プロジェクトチ

ームを設置し、強度行動障害や医療的

ケアの要する生徒の進路先環境の整備

の検討をしている。 

 

発達障害児支援の 

充実 

発達障害を含む障害のある児童・生徒の

教育的ニーズに応じた指導が行えるよ

う、スクールサポーターの配置を継続す

るとともに、各校の通級指導教室との連

携をはじめ、特別支援学校や保健・医療・

福祉等の関係機関との連携を強化しま

す。 

 

特別な支援を要する児童生徒の教育的

ニーズに対応するため、スクールサポ

ーター（介護職員）を配置している。 

（H28年度：小学校 29人、中学校 6人） 

保健・医療・福祉等の関係機関との連

携強化、仕組みづくりの構築が課題で

ある。 

発達障害の支援体制の継続と今後さら

に保健・医療・福祉等の関係機関との

連携の強化がしやすい仕組みづくりの

構築が必要である。 

 

 

校内体制の充実 

教職員の障害のある児童・生徒に対する

指導力の向上を図るため、教育支援委員

会及び特別支援教育コーディネーターを

中心とした校内体制の充実を図ります。 

市内各小中学校では、発達障害を含む

障害のある児童生徒の教育的ニーズに

対応するため、特別支援教育コーディ

ネーターを中心に、校内委員会の設置

等により組織的に対応している。 

専門性のある特別支援教育コーディネ

ーターの継続的配置が課題である。 
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② 教育環境の充実    

取り組み 内  容 成果と課題 

教職員の専門性の 

向上 

障害のある児童・生徒一人ひとりに対応できるよ

う、特別支援学校や小中学校特別支援教育担当教

員間との実践的な交流、校内研修会を充実し、教

職員の専門性の向上を図ります。 

 

各小中学校では、教職員の専

門性の向上を図るため、学校

間・校種間の交流を行った

り、校内研修会に特別支援学

校やその他の外部講師を招

へいしたりするなど、校内研

修の充実を図っている。 

 

一人ひとりに応じた

教育指導・支援の 

充実 

通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズを必要

とする児童・生徒等に対して、個別の教育支援計

画や個別の指導計画に基づく適切な支援を組織的

に進めることができるよう、加配職員やスクール

サポーターの配置など校内体制の整備に努めま

す。 

個別の計画があり、具体的な

活用がなされている。 

特別な支援を要する児童生

徒の教育的ニーズに対応す

るため、スクールサポーター

（介護職員）を配置してい

る。（H28 年度：小学校 29

人、中学校 6人） 

放課後の居場所 

づくり 

京丹後市放課後児童健全育成事業（放課後児童ク

ラブ）や、放課後子ども教室推進事業など、子ど

もの居場所づくりに努めます。 

・放課後児童クラブでは障害

など支援が必要な子どもで

あっても、加配の支援員を配

置するなどして、原則全員受

け入れている。 

・児童の放課後の学習支援体

制を整備するため、実証研究

事業として「わくわく自習

室」を開設し、地区と連携（委

託事業）し実施している。

（H28年度：4地区） 

障害児通所支援事業

の実施 

障害のある子どもの放課後における療育の場や預

かりサービスを充実させるため、障害者自立支援

法及び児童福祉法の改正により新たに創設された

障害児通所支援の実施及び提供基盤の充実を図り

ます。 

市内 1か所において放課後 

等デイサービス事業を実施 

している。年々人数が増え、 

施設の利用スペース等の環 

境が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 特別支援教育コーディネーター： 
 校内の関係者や福祉、医療などの関係機関との連絡調整や保護者の連絡窓口となるコーディネーター的な役

割を担う者。 

※ 特別支援教育： 
 これまで特殊教育の対象外であった学習障害（ＬＤ）、注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症

など発達障害も含めて障害のある児童生徒に対してその一人ひとりの特性などを把握し、適切な教育や指導

を通じて必要な支援を行うもの。 
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４ 雇用・就労 

公共職業安定所や商工会、自立支援協議会、障害者就業・生活支援センターなど関係機

関との連携を強化し、民間企業や障害福祉サービス提供事業所等への働きかけを行い、障

害のある人の雇用・就労の場の拡大に努めてきました。また、公共機関における雇用拡大

についても庁内関係各課と連携を図りながら進めてきました。 

しかし、近年の社会経済状況を背景に、障害のある人の雇用の場の確保は依然として厳

しい状況にあります。そのため、働く場としての就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）などの

就労系サービスの充実を図ることも課題となっています。一方、一般就労したものの職場

に定着できず、離職してしまう障害のある人も多い傾向にあり、就労後の定着に向けた支

援を充実させていくことも必要となっています。 

 

 

（１） 障害のある人の雇用の場の拡大 

取り組み 内  容 成果と課題 

民間企業への啓発・

雇用拡大の促進 

障害のある人の雇用の場の拡大を図る

ため、公共職業安定所や商工会等関係機

関との連携を保ちながら「障害者の雇用

の促進等に関する法律」の周知徹底を図

ります。 

公共職業安定所と連携し、各種助成制度

の周知・活用を働きかけ、障害のある人

の雇用の拡大に努めます。 

自立支援協議会就労支援部会を中心に取

組んでいる。 

就業・生活支援センターとの連携を図り、

雇用主へのアプローチや実習先事業所の

拡充の取り組みをしてきた。 

課題としては、発達障害の人が一般就労

へ繋がらないことである。返事をしない

特性の人もあり、就業・生活支援センタ

ーの担当職員は周囲に理解を求め、訪問

時に従業員と対話を重ね、障害者理解に

努めている。 

 

 

障害者雇用促進事業

の推進 

障害のある人の職場定着を推進するた

め、公共職業安定所と連携し、障害のあ

る人を雇用する企業に対し奨励金の支

給を行います。 

 

企業内に障害者本人、企業側をフォロー

する人材が雇用されることが望ましい

が、雇用確保が中々難しい状況である。 

公共機関における 

雇用拡大の推進 

市役所等の公共機関において、障害のあ

る人の雇用を促進するとともに、雇用職

域の拡大を図ります。 

職場実習は実施しているが就労に繋げる

仕組みが未整備である。 
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取り組み 内  容 成果と課題 

福祉的就労の充実 

障害のある人一人ひとりが状態に応じ

た就労の場（日中活動の場）を確保でき

るよう、サービス提供事業所や地域自立

支援協議会と連携し、就労継続支援事業

など福祉的就労の場の充実を図ります。 

就労継続支援Ｂ型事業所に加え就労継続

支援Ａ型事業所が 2事業所増え、発達障

害、精神障害、ひきこもり等の一般就労

が困難な人への新しい就労支援の場とな

っている。 

 

 

（２）総合的な支援施策の推進 

取り組み 内  容 成果と課題 

障害者就労支援 

事業の推進 

障害者就業・生活支援センターと連携し、

就業相談や就労支援、職場定着支援など

障害のある人の就労を総合的に支援しま

す。 

障害のある人が働く場において、雇用の

前後を通じ、障害のある人と事業所の双

方を支援するジョブコーチ※（職場適応

援助者）やジョブサポーター（障害のあ

る人・企業双方のサポートを行う有償ボ

ランティア）などの周知を図り、利用の

促進を図ります。 

 

ジョブサポーターや有償ボランティアの

京都府の制度が平成 24年度で終わったが、

平成 29 年度再び復活した。現在 2 名、障

害者就業・生活支援センターに配置されて

いる。 

 

ジョブコーチは経験を重ねることが大切

だが、事業の新しい対象者が出てこない状

況もあり、地域から対象がなく支援学校卒

業生のみとなっている。 

障害者短期職場 

実習事業の推進 

障害のある人の就労能力の向上を図るた

め市役所においてサービス提供事業所等

に通所する人を対象とした短期間の職場

実習を実施します。 

就労に繋げる仕組みが未整備。平成 19 年

度から市役所で一般企業への実習前の段

階の方の職場実習を実施している。一段ず

つ力をつけていくステップがあることは

評価できる。 

障害者職場実習 

促進事業の推進 

障害のある人の就労機会及び就労能力の

向上を図るため、一般企業等で職場体験

実習を行った場合、受け入れた事業所と

かかわった福祉施設等に奨励金を支給し

ます。 

毎年実施しているが、実習先は多少増えて

も雇用を考える企業は 2割程度であり、10

年前と状況は変わっていない。 

受入に対しての奨励金制度があることで

障害者雇用への理解を広げることができ

た。企業内にフォローする人的体制がとれ

ない状況である。 
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取り組み 内  容 成果と課題 

トライアル雇用※の

促進 

事業者に対して障害のある人を一定期間試行雇用

し、相互の理解と常用雇用へのきっかけづくりを

行うトライアル雇用の実施を働きかけます。 

ハローワークが事業を実施

している。広く常用雇用への

働きかけは不十分であるた

め今後引き続き啓発に努め

る。 

広域的な就労ネット

ワークの形成 

地域自立支援協議会を中心に、特別支援学校や学

校、公共職業安定所、商工会、民間企業、サービ

ス提供事業所、行政等の関係機関によるネットワ

ークを形成し、就労前から就労後にわたって障害

のある人の就労支援が図れる体制づくりに努めま

す。 

自立支援協議会就労支援部

会において具体化した支援

体制の検討を今後も継続的

に行い、関係機関との連携強

化が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ジョブコーチ： 
 就労を希望する障害のある人に対して、一緒に職場へいき、共に作業をしたり休憩時間を過ごし、障害のある

人が働きやすいように援助を行うことを業務とする人。また、事業主や職場の従業員に対しても、障害のある

人の職場適応に必要な助言を行い、必要に応じて、職務や職場環境の改善を提案し、障害のある人の職場定着

を図ることを業務とする人。 

※ トライアル雇用： 
「トライアル雇用事業」として、2003年より厚生労働省によって開始された事業。ハローワークが紹介する

障害のある人や中高年齢者等の就職希望者を、企業が短期間（原則として３ヶ月間）試行的に雇用。その間

に企業と就職希望者が相互の理解を深め、その後の本採用へと移行するなど、雇用機会をつくっていく。 
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５ 生活環境 

障害のある人の移動時や施設利用時における負担を軽減するため、本市では、ノンステ

ップバスの導入や京都丹後鉄道各駅及び駅周辺のバリアフリー化、また既存公共施設のバ

リアフリー化を進めています。アンケート調査等からも道路や公共施設、建物、乗り物な

どのバリアフリー化へのニーズが高くなっており、障害のある人が地域の中で暮らしてい

くためにも、これら公共施設や主要交通機関等のバリアフリー化を進めていくことは引き

続き重要なこととなります。 

本市では平成 17 年度に地域防災計画を策定し、２、３年ごとに見直しを図る中で、防

災体制の強化に取り組んでおり、地域の中でも自主防災組織については平成２９年１０月

25 日現在１６７地区が組織されています。さらに防災行政無線設備の全国瞬時警報システ

ムを導入し、迅速な情報伝達体制の強化を図っています。しかし、局地的豪雨（ゲリラ豪

雨）の増加や東日本大震災により、災害をはじめとする緊急時への救援体制の整備・強化

は、障害のあるなしを問わず重要となっており、特に災害時要配慮者対策の充実を図るこ

とは大きな課題となっています。また、近年、全国各地で消費者トラブルや殺傷事件など

も増えており、情報提供や地域の見守り体制など、地域ぐるみによる防犯体制の強化も必

要となっています。 

 

 

６ 生きがい・社会参加支援 

障害のある人を対象としたスポーツや文化、生涯学習に関する教室・講座等の開催を働

きかけ、障害のある人の文化・スポーツ・レクリエーション活動を促進し、地域の中で潤

い、豊かな生活を送ることができるよう、生きがいづくりを支援していくことは障害の有

無に関わらず大切なことです。しかし、同じ障害者のみの活動に留まる傾向にあり、障害

種別を越えた地域の中で地域住民と共に活動できる仕組みづくりが課題です。 

また、障害のある人の社会参加を促進するため、移動支援やコミュニケーション手段の

確保の支援など、外出における支援の充実を図ることが必要です。さらに、障害特性に配

慮し、多様な媒体やツールを活用した情報提供に努める必要があります。 
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第２節 計画の基本目標 
 

第２次京丹後市総合計画をはじめ、ニーズ調査等の結果及び第２次計画の成果と課題を

踏まえ、本計画の基本理念である「共に生きる障害者福祉の充実」の実現に向け、次の５

つを基本目標としてかかげます。 

 

１ 共生社会の実現に向けた環境づくり 

障害のある人もない人も共に暮らす共生社会を実現していくには、その前提条件として

お互いを尊重する社会を構築していく必要があります。そのため、市民への広報啓発をは

じめ、障害を特別な人の問題としで捉えるのではなく、障害をだれもが自分のこととして

障害のある人の暮らしにくさを身近に捉えることができるよう、交流機会を充実させる取

り組みを市民とともに創り出し、また外出時のコミュニケーション支援や移動支援など障

害のある人の社会参加を促進するための支援を推進します。 

また、障害のある人が障害特性に応じた自立生活を地域で行えるよう、障害受容への支

援も含めた障害の早期発見・早期対応への体制づくり、さらに、乳幼児期からその持てる

能力や可能性を最大限に伸ばすための一貫した支援・教育を、一人ひとりの障害特性やニ

ーズに応じて実施できるよう環境整備に努め、障害のある人もない人も共に地域社会の一

員として暮らせるよう、基盤づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

【関連する施策の基本方向】 

■ 広報・啓発活動  ■ 療育・教育  ■ 生きがい・社会参加支援 
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２ 福祉サービスの充実 

障害のある人が地域で暮らし続けるには、障害のある人の地域生活を支える福祉サービ

スは重要なものとなります。そのため、特に、障害のある人の日中活動の場の確保や移動

支援・コミュニケーション支援の拡充、身近に医療が受けられる体制づくりなど、ニーズ

の高いサービスの充実に取り組みます。また、障害のある人が地域で暮らし続けるには、

当事者のみならず介助家族へのケアも重要となります。そのため、身近な相談体制を充実

させるとともに、親亡き後の生活の場としてグループホームなどの居住系サービスについ

ても、短期的・中長期的な観点から障害福祉サービスの基盤を充足させていきます。 

 

 

 

 

 

 

３ 生活環境の整備充実 

障害のある人が地域において安心して居宅生活を送りつつ、様々な活動に参加しやすい

環境となるよう、その拠点となる住まいや道路・公共交通機関・公共施設などのバリアフ

リー化を推進します。 

一方、東日本大震災を契機に、災害への体制については市民全般にわたって関心が高ま

っていることから、災害時要配慮者支援対策の充実や当事者への周知徹底に取り組みます。

また、防災面のみならず、防犯面や交通安全面についても引き続き周知・啓発を図るとと

もに、地域ぐるみによる日常的な声かけ・見守り体制を構築していく中で、障害のある人

が安心して暮らせる地域づくり・生活環境づくりを進めていきます。 

 

 

 

【関連する施策の基本方向】 

■ 生活支援 

 

【関連する施策の基本方向】 

■ 生活環境 
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４ 障害者雇用の促進 

就労は生計の維持だけでなく、日中活動の場や社会参加を果たす場としても重要なもの

となります。そのため、関係機関や障害福祉サービス提供事業所と連携し、就労前後を含

めた総合的な支援体制づくりと雇用の場の拡充に取り組みを進めていきます。また、一般

就労が難しい障害のある人への対策として、福祉的就労の場の確保や大切な収入源である

工賃アップについても障害福祉サービス提供事業所における取り組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

５ スポーツ、文化等の活動の推進 

障害のある人が地域の中で生きがいを持って暮らしていくにも、スポーツ・文化・芸術・

学習・レクリエーション活動は重要なものとなります。スポーツ・文化活動などについて

は健康づくりや社会参加・地域との交流促進など、障害のある人の生活の質を高めるもの

として様々な効果が期待できるため、自治会（区）や当事者団体、ボランティア、ＮＰＯ、

さらには公民館や運動公園などの社会教育施設・社会体育施設などとも連携し、障害のあ

る人のスポーツ・文化活動などの振興を図ります。同時に、障害のある人が積極的にスポ

ーツ・文化活動などに取り組めるよう、移動手段やコミュニケーション手段を確保できる

よう支援していきます。スポーツ・文化活動などを促進し、生きがいづくりの場を充実さ

せていくことが必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

【関連する施策の基本方向】 

■ 雇用・就労 

 

【関連する施策の基本方向】 

■ 生きがい・社会参加支援 
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第２部 第３次障害者計画 

第１章 施策の基本方向と取り組み 

第１節 施策の体系    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「 共 に 生 き る 障 害 者 福 祉 の 充 実 」 基本理念 

計画の基本目標 

１ 共生社会の実現に向けた環境づくり 

２ 福祉サービスの充実 

３ 生活環境の整備充実 

４ 障害者雇用の促進 

５ スポーツ、文化等の活動の推進 

１ 広報・啓発活動 

２ 生活支援 

３ 療育・教育 

４ 雇用・就労 

５ 生活環境 

施策の基本方向 

■広報・啓発活動の充実 

■福祉教育の推進 

■交流活動の促進 

■障害福祉サービス等の充実 

■健康・医療体制の充実 

■権利擁護の推進 

■地域福祉活動の推進 

■障害の早期発見・対応 

■就学前療育・保育の充実 

■障害のある子どもの教育の充実 

■障害のある人の雇用の場の拡大 

■総合的な支援施策の推進 

■ユニバーサルデザインとバリアフリー 

のまちづくりの推進 

■防災・防犯への対応 

施策の取り組み 

６ 生きがい・社会参加支援 
■文化・スポーツ・レクリエーション活動の推進 

■社会参加を促す支援の充実 

（移動、コミュニケーション、情報取得） 
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第２節 広報・啓発活動 

１ 広報・啓発活動の充実 

市民に対し、障害に関する理解を促進するため、「障害者差別解消法」の基本方針のも

と障害のある人もない人も、お互いの個性を認め合い尊重し、だれもが障害による様々な

環境の不便さを自分のこととして意識できるよう「広報きょうたんご」や「きょうたんご 

くらしの支援ガイド」などの冊子媒体や「障害者週間」などの機会を活用した広報・啓発

を行います。障害者事業所製品販売連絡協議会を通じ、障害者の才能の創造の場と機会の

提供を支援することで地域社会の理解の促進に努めます。また、近年、障害についてはそ

の種類や抱える問題、治療方法など多様化・複雑化しているため、これらの状況に応じた

広報媒体の充実に努めます。 

 

取り組み 内  容 方向性 

広報紙・パンフレ

ット・ホームペー

ジ等の活用 

「広報きょうたんご」や「広報きょうたんごおしらせ版」「き

ょうたんご くらしの支援ガイド」、子育て応援ハンドブック

「キッズナビ」、パンフレット、市のホームページやフェイス

ブック等の広報媒体を活用し、関係部署と連携し、障害や障害

のある人について市民の理解と啓発を計画的に実施します。 

継続 

マスメディアを活

用した啓発 

ケーブルテレビの自主放送枠などを活用し、障害に関する諸問

題について啓発を行います。 
継続 

多様化する障害に 

関する啓発の推進 

自立支援協議会と連携し、発達障害や精神障害を含めた障害へ

の理解、障害のある人への支援のあり方について、民生委員・

児童委員・地域住民に対して講座を開催し、啓発に努めます。 

継続 

「障害者週間」等

を中心とした広

報・啓発 

「障害者週間」等の期間において、障害者団体や障害福祉サー

ビス提供事業所と連携し、啓発活動や障害への理解を深めるた

めのイベント活動等を展開します。 

障害者事業所製品販売連絡協議会を通じ、障害者の才能の創造

の場と機会の提供を支援することで地域社会の理解の促進に努

めます。 

継続 

障害者関係団体に

よる啓発活動の促

進 

障害に関して広く市民の理解を深めるため、障害者関係団体と

の連携・支援を強化し、啓発活動の促進を図ります。 継続 
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取り組み 内  容 方向性 

心のバリアフリー運

動の実施 

障害者差別解消法の基本方針に基づき、学校や企業、事

業所等が障害のある人の状況にあった合理的配慮やサ

ポートのできる意識が広がるよう「心のバリアフリー運

動」展開し、障害者理解の啓発に努めます。 

新規 

障害者差別解消支援

地域協議会の設置 

 

 

障害者差別の解消に向けての取組みの周知や情報発信、

相談事例の共有と検証に向けて複数の機関で構成する

協議会の設置の検討を進めます。 
新規 

 

 

 

２ 福祉教育の推進 

各学校で実施されている福祉体験学習や体験活動などを通じ、障害のある人に対する理

解を深める福祉教育を推進します。また、多くの市民が障害のある人の問題や人権などに

ついて学べるよう、学習機会の提供を図ります。 

 

取り組み 内  容 方向性 

学校における福祉 

教育の推進 

学校における福祉体験学習や体験活動等をカリキュラム

の中に適切に位置づけ、障害のある人との交流機会を通

してお互いの心が通い合う環境づくりに努めます。 

充実 

人権教育事業の推進 

障害に関する問題をはじめ、様々な人権問題について正

しい理解と認識を深めるため、講演会等の定期的な開催

を図ります。 

継続 

障害に関する学習 

活動の推進 

 

公民館や図書館など社会教育関連施設と連携し、障害に

関する理解を深めるための学習活動の推進を図るととも

に、学習活動から障害のある人と一般市民との協働によ

る実践活動につながる仕組みを検討します。 

継続 

福祉教育活動への 

支援 

社会福祉協議会などの関係機関と連携し、福祉教育活動

への支援をします。 
継続 
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３ 交流活動の促進 

当事者団体や社会福祉協議会、障害福祉サービス提供事業所、学校、自治会（区）など、

多様な団体・機関と連携し、障害のある人と地域住民とがお互いに交流できる機会の拡充

に努めます。また、学校等における交流活動の充実を図ります。 

 

取り組み 内  容 方向性 

障害者教育事業の 

推進 

地域住民に障害者に関する学習機会の提供を図るととも

に、障害のある人の社会参加を促進するため、障害のあ

る人が取り組みやすい交流活動や学習活動を行い、積極

的な参加を促すよう努めます。 

継続 

学校における交流 

活動の推進 

福祉関係機関・団体との連携を強化し、人権学習・福祉

体験学習の中で、特別支援学校の児童・生徒との交流や

施設訪問を通じた障害のある人との交流機会の充実を図

ります。 

継続 

交流の場づくり 

障害のある人と地域住民との交流を活発にするため、地

域に密着した日常的な取り組みや社会福祉法人等のふれ

あいイベントなどの企画を支援します。 

継続 
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第３節 生活支援 

１ 障害福祉サービス等の充実 

各種サービス提供事業所等と連携し、障害者総合支援法に基づく自立支援給付や地域生

活支援事業など、障害福祉サービスの提供基盤の充実を図るとともに、生活安定のための

経済的支援や各種負担の軽減策等を行い、障害のある人の地域生活、在宅生活を支えるサ

ービスの充実に取り組みます。 

近年、外見からはわかりづらい障害であるがために生きづらさや働きづらさを抱える精

神障害や発達障害のある人が、地域で安心して自分らしく暮らすことができるよう、保健・

医療、障害福祉・介護、就労や教育等包括的なケア体制の構築が求められています。近隣

自治体や京都府と連携し、課題解消に向けての協議の場を持ちながら地域で支えるシステ

ム作りの検討をしていくとともに、国の動向を十分把握したうえで、新たなサービスの仕

組み及び基盤整備に努めます。 

 

（１）自立支援給付・地域生活支援事業の推進 
 

取り組み 内  容 方向性 

障害者ケアマネジ

メントシステムの

構築 

相談支援専門員の資質向上や本市における相談支援体制の

強化を図ります。また、サービス利用計画作成の対象者拡

大にあわせ、自立支援協議会や相談支援事業所連携会議等

と協議しながら、ケアマネジメントシステムの構築と基幹

相談支援センターの設置を検討します。 

継続 

地域生活支援事業

の推進 

障害のある人が、その有する能力と適性に応じて、自立し

た日常・社会生活を営むことができるよう、「意思疎通支

援事業」「日常生活用具給付等事業」「移動支援事業」「地

域活動支援センター事業」の必須事業に加え、その他事業

として「相談支援事業」「訪問入浴サービス事業」「日中

一時支援事業」等を実施し、障害のある人や介護者の地域

生活を支援するサービスの充実を図ります。 

継続 
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取り組み 内  容 方向性 

介護給付にかかわる

サービスの推進 

障害のある人が自立した日常生活を営むことができるよ

う、障害者自立支援法に基づき、「居宅介護」「重度訪

問介護」「行動援護」「同行援護」「重度障害者等包括

支援」「療養介護」「生活介護」「短期入所」「共同生

活援助」「施設入所支援」などの各サービスの提供と新

設されるサービスの基盤整備を進めます。 

継続 

訓練等給付にかかわ

るサービスの推進 

障害のある人が自立した社会生活を営むことができるよ

う、「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援」「共

同生活援助」等の各サービスの提供と新設されるサービ

スの基盤整備を進めます。 

継続 

補装具事業の実施 
障害のある人の身体機能を補完または代替し、日常生活

をしやすくするため、補装具の給付を行います。 
継続 

自立支援医療の給付 

身体の機能障害を除去または軽減するため、血液透析療

法や関節形成手術などの日常生活能力を回復するための

医療費や、通院により精神疾患の治療を受けている人の

医療費を支給します。 

１８歳未満の児童の育成医療や療養介護医療費を支給し

ます。 

継続 

ホームヘルパーの 

確保 

重度障害のある人への対応など、一人ひとりの障害の状

況に応じた支援が行えるよう、ホームヘルパーの確保に

向けた取り組みを推進します。 

継続 

 

精神障害者への地域

生活支援 

 

精神障害者が地域で安心して自分らしく暮らすことがで

きるよう保健・医療、障害福祉・介護、就労や教育等包

括的なケア体制の構築ができるよう京都府と連携し、協

議を進めます。 

新規 

 

発達障害者への支援

体制の整備 

 

 

発達障害の早期発見により各専門分野の支援が円滑に実

施できるよう保健・医療、教育、福祉、就労等の関係機

関の連携体制を明確化し、地域で安心して暮らせるよう

切れ目ない支援体制の構築を進めます。 

新規 
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（２）その他の福祉サービス等の推進 

 

取り組み 内  容 方向性 

各種障害者手当等の

支給 

「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「特別児童扶養

手当」等の各種手当を支給します。 
継続 

難病患者に対する 

サービスの実施 

在宅難病患者及び家族の福祉の向上を図るため、ホーム

ヘルパー派遣や日常生活用具の給付等を行う在宅難病患

者福祉事業を推進します。 

継続 

介護保険制度との連携

によるサービス提供 

65 歳以上の障害のある人が、その人の障害特性や生活

状況にあった各種サービスの提供により、可能な限り在

宅での生活や地域での生活を送ることができるよう、介

護保険制度と障害福祉サービスを組み合わせながらサー

ビスの充実を図ります。 

継続 
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２ 健康・医療体制の充実 

障害のある人ができる限り身近な地域で、適切な医療・リハビリテーションが受けられ

るよう、医療機関や京都府との連携を強化し、医療体制の充実を図ります。また、障害の

ある人の健康づくりについても引き続き情報提供等を充実し、促進を図ります。 

さらに医療的ケアの必要な児童が地域で安心した日常生活が送れるよう、保健・医療、

福祉、保育、教育等の各関連分野の機関が連携し、京都府と協働しながら支援体制の構築

を進めます。 

 

取り組み 内  容 方向性 

自立支援医療の給付 

（再掲） 

身体の機能障害を除去または軽減するため、血液透析療

法や関節形成手術などの日常生活能力を回復するための

医療費や、通院により精神疾患の治療を受けている人の

医療費を支給します。 

継続 

公的医療制度の充実 

重度心身障害者に対する医療補助など、障害のある人が

安心して適切な医療を受けることができるよう、公的医

療制度の適正な運用を図ります。 

継続 

医療的ケア児童の 

支援体制の構築 

医療圏域で京都府と協働しながら医療的ケア児童の支援

体制の協議を進めます。 
新規 

介護保険制度との連

携による医療的ケア

の提供 

要介護認定を受けた障害のある人に対して、介護保険制

度の中で、訪問看護や訪問リハビリテーション、通所リ

ハビリテーションなど必要な医療的ケアを提供します。 

継続 

地域医療対策事業の

推進 

障害のある人をはじめ、市民が安心して生活できるため

の医療環境及び救急診療体制を確保するための支援を行

います。 

継続 

市立病院の運営維持 

障害のある人をはじめ、市民が安心して生活できるため

の医療環境を確保するため、市立病院改革プラン【改訂

版】を踏まえ、市立病院の運営を維持するための支援を

行います。 

継続 

医療の確保 

市の医療の充実に必要な医師の養成及び体制確保を図る

ため、市立病院などの地域医療機関において医師の業務

に従事しようとする者に対して奨学金等の支援を行いま

す。 

継続 
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取り組み 内  容 方向性 

障害のある人の 

健康づくり 

障害のある人の健康の保持・増進を図るため、出前講座

による健康指導をはじめ、栄養相談・健康相談の実施や

健診結果に伴う保健指導を実施します。 

継続 

 

こころの健康づくり 

 

「京丹後市健康増進計画」に基づき、こころの健康づく

りを推進します。安心して子どもを産み育てることがで

きる環境づくり、こころと体のバランスを崩しやすい思

春期にある青少年が安心して悩みを相談できる体制の整

備、高齢者の生きがい対策の推進など、地域における様々

な対策について、関係機関等との連携を図ります。 

継続 

 

 

３ 権利擁護の推進 

社会福祉協議会や民生委員・児童委員、福祉委員、地域包括支援センター等の関係機関

と連携し、障害のある人の財産の保全管理や対象者の早期把握に努めます。また、平成２

８年 5 月に「成年後見制度の利用促進に関する法律」が施行され、地域全体で支え合う仕

組みづくりの構築が必要となっています。権利擁護に関する相談窓口や普及啓発活動、権

利擁護人材の確保・育成などの検討を進め、その中核機関となる「成年後見センター（仮）」

の設置をめざします。 

さらに、「障害者虐待防止法」を踏まえ、障害のある人に対する虐待の防止・支援体制

を整備し、関係機関との連携強化を図ります。 

 

取り組み 内  容 方向性 

福祉サービス利用

援助事業（地域福

祉権利擁護事業）

の推進 

知的障害や精神障害のある人など判断能力が十分でない人

が地域で安心して生活できるよう、福祉サービスの利用援

助や日常的金銭管理の支援、相談などを行う権利擁護事業

を推進します。 

 

継続 

成年後見制度の利

用促進 

地域生活支援事業における「成年後見制度利用支援事業」

を推進するとともに、高齢者施策における成年後見制度の

利用支援とも連携し、成年後見センター（仮）設置につい

て進めます。 

充実 
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取り組み 内  容 方向性 

障害者虐待防止セン

ターの機能強化 

障害のある人への虐待に関する通報窓口や相談等を行

う障害者虐待防止センターの周知・啓発に努め、関係機

関と連携を強化し、虐待事案について早期対応・解決に

取り組みます。 

虐待を行った側と虐待を受けた側、両者を適切に支援す

る体制を検討します。 

継続 

虐待防止に向けた 

連携協力体制の構築 

障害のある人への虐待の未然防止や早期発見、早期対

応、適切な支援を行うため、高齢者・障害者虐待防止ネ

ットワーク会議や自立支援協議会などと連携し、地域に

おける関係機関等との支援体制が継続できるよう研修

会や事例検討会を実施します。 

継続 

 

 

４ 地域福祉活動の推進 

障害のある人が地域の中で孤立することなく、共に生活できるよう、社会福祉協議会と

連携し、当事者団体や住民自治組織、民生委員・児童委員、福祉委員、ボランティア等が

行う、見守り活動やサロン活動、交流活動などの地域福祉活動の促進を図ります。 

 

取り組み 内  容 方向性 

地域福祉活動への 

支援 

京丹後市地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会等と連

携しながら、自治会（区）や民生委員・児童委員、ＮＰ

Ｏ、市民グループ等の主体的な活動を支援し、地域全体

の福祉の向上を図ります。 

継続 

小地域福祉活動の 

推進 

社会福祉協議会と連携し、サロン活動や見守り活動、住

民懇談会等の交流活動など、障害のある人をはじめ、地

域の中で見守りや助け合いが必要な人に対する支援活動

を推進します。 

継続 

ボランティアの育成 

社会福祉協議会や関係機関と連携し、ニーズに応じたボ

ランティア養成講座を開講するとともに、児童・生徒な

ど、幼少期からのボランティア体験を推進します。 

 

継続 
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取り組み 内  容 方向性 

ボランティア活動へ

の支援 

社会福祉協議会のボランティアセンターを中心にボラン

ティア活動に関する情報を積極的に発信し、地域で支え

合える拠点を実施していきます。 

継続 

障害者団体活動支援

事業 

市内で活動する障害者団体や関係者で構成する団体に対

して支援を行い、障害のある人の生きがいづくりや福祉

の向上を図ります。 

継続 

 

 

第４節 療育・教育 

１ 障害の早期発見・対応 

障害の原因となる疾病や障害の早期発見につながるよう、疾病や障害に関する周知をは

じめ、総合検診及び乳幼児健診の実施や、医療機関との連携を強化し、適切な対応が実施

できるよう相談・指導体制の充実を図ります。また、「京丹後市子ども・子育て支援事業

計画」とも連携し、発達に課題のある子どもの早期発見・対応が図れる環境を整備してい

きます。 

 

取り組み 内  容 方向性 

総合検診の実施 

一度に必要な各種検診を受診できるよう、20 歳以上の

市民に対し健康診査（40～74 歳は特定健診）を、40

歳以上に各種がん検診を同時に実施します。 

継続 

乳幼児健診の実施 

乳幼児を対象に、疾病や障害の早期発見、早期対応を図

るため、4 か月、10 か月、1 歳 8 か月、２歳６か月、

３歳児に健診を実施します。 

継続 

相談・指導体制の 

充実 

健康相談や訪問指導、乳児家庭全戸訪問事業、療育相談、

こころの健康相談などの各種事業と医療機関や専門機関

との連携を強化し、より専門性の高いアドバイスや本

人・保護者等の障害受容の促進に資する支援が行えるよ

う内容の充実を図ります。 

継続 
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取り組み 内  容 方向性 

すくすく年中児発達

サポート事業の推進 

全保育所・幼稚園の年中児を対象に、集団の場が苦手な

子どもや発達に課題のある子どもを早期に発見し、保護

者の障害受容の促進やその子の困り感を少なくする支援

を行います。 

継続 

発達支援ファイル※

の活用 

障害の発見から適切な治療や療育、教育支援、就労へと

一貫した支援に結び付くよう、障害のある人の状態や治

療歴などの履歴等が記入された発達支援ファイルの効果

的な活用を図ります。 

継続 

早期発見・早期療育

による発達支援体制 

の構築 

 

 

 

発達障害の早期発見により早期療育につなげ、各専門分

野の支援が円滑に実施できるよう医療、保健、保育、療

育、教育、福祉等の関係機関の連携体制を具体化し、さ

らに京都府との連携体制を強化し、各ライフステージの

現場において障害特性に合った切れ目ない支援体制の構

築を進めます。 

新規 

疾病に対する理解の

促進 

各種健診や教室、相談時等の機会、さらには広報紙、ケ

ーブルテレビ等を活用し、障害の原因となる疾病につい

て、その予防や治療方法等について理解と周知を図りま

す。 

継続 
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２ 就学前療育・保育の充実 

障害のある子どもが、身近な地域で専門的な療育や一人ひとりの障害の状況に応じた保

育を受けられるよう、教育・保健・医療・福祉等の関係機関との連携、ネットワークの形

成を進め、療育・保育体制の充実を図ります。一方、障害のある親に対して育児や妊娠時

の不安や悩み、育児ストレスの解消を図るための訪問指導体制の確立を関係各課・機関と

連携し、検討します。 

 

取り組み 内  容 方向性 

障害児保育の充実 

障害のある子どもが身近な地域で一人ひとりの障害の状

況に応じた適切な保育を受けられるよう、受け入れ体制

の整備、指導員や保育士の専門性の向上、保育内容の充

実を図ります。 

継続 

療育体制の充実 

療育相談や機能訓練などを有する児童発達支援センター

等の療育環境の整備に努め、児童や保護者が安心して利

用できる環境を関係機関と協力しながら進めます。 

継続 

子育て家庭等への 

訪問指導の推進 

妊娠・育児の不安や悩み、育児ストレスの解消を図るた

め、保健師等が妊産婦や乳幼児のいる家庭を訪問し、母

子の健康の保持増進を図るとともに、障害の早期発見、

療育相談等に応じます。 

継続 

障害のある親への訪

問指導体制の確立 

障害のある親に対して育児や妊娠時の不安や悩み、育児

ストレスの解消を図るための訪問指導体制の確立を関係

各課・機関と連携し進めます。 

継続 
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３ 障害のある子どもの教育の充実   

障害のある子どもに対して早期に障害特性や状況を把握し、発達段階に応じたきめ細や

かな教育支援が行えるよう、教育、医療・保健、福祉、就労等の関係機関との連携を深め、

青年期の就労を見通し、卒業後も切れ目のない支援へ繋がるよう、個別の教育支援計画の

充実や就学指導のさらなる充実に努めます。また、障害のある子どもにとって最適な教育

が受けられる場を専門的な見地や保護者の意見を踏まえ方向性を見出すとともに、教職員

の専門性の向上や加配教員の配置、学校施設のバリアフリー化など、教育環境の充実に努

めます。 

発達障害など特別な支援を必要とする子どもへ就学前から学齢期、社会参加まで切れ目

ない支援体制の整備に努めるとともに学校教育と障害福祉の枠に留まらず、障害のある人

の自己実現を目指す生涯学習を通じた生きがいづくりを推進します。 

 

（１）特別支援教育の推進 

取り組み 内  容 方向性 

就学指導の充実 

一人ひとりの障害の状態や特性に応じた適正な就学指導

が行えるよう、就学指導に係る専門医や教職員、児童福

祉施設等の職員の参画を図りながら教育支援委員会の機

能強化に努めます。 

充実 

乳幼児期から就労に

いたるまで一貫した

支援体制の整備 

幼児期から学校への円滑な接続については、地域自立支

援協議会や特別支援学校、保護者との連携を強化し情報

を共有し合いながらニーズに応じた体制の確立を図りま

す。教育・保健・医療・福祉・就労等の関係機関と協力

し、障害のある児童・生徒の状態に応じた自立及び社会

参加が可能となる力の育成を支援します。 

充実 

 

発達障害児支援の 

充実 

発達障害を含む障害のある児童・生徒の教育的ニーズに 

応じた指導が行えるよう、スクールサポーターの配置を 

継続するとともに、各校の通級指導教室間との連携を 

はじめ、特別支援学校や保健・医療、福祉等の関係機関 

との連携を強化します。 

充実 
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取り組み 内  容 方向性 

校内体制の充実 

 

 

教職員の障害のある児童・生徒に対する指導力の向上を

図るため、教育支援委員会及び特別支援教育コーディネ

ーターの充実を図ります。 

充実 

 

 

（２）教育環境の充実 

 

取り組み 内  容 方向性 

教職員の専門性の 

向上 

障害のある児童・生徒一人ひとりに対応できるよう、特

別支援学校や小中学校特別支援教育担当教員間との実践

的な交流、校内研修会を充実し、教職員の専門性の向上

を図ります。 

継続 

一人ひとりに応じた

教育指導・支援の充

実 

通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズを必要とする

児童・生徒等に対して、個別の教育支援計画や個別の指

導計画に基づく適切な支援を組織的に進めることができ

るよう、加配職員やスクールサポーターの配置など校内

体制の整備に努めます。 

継続 

放課後の居場所 

づくり 

京丹後市放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

や、放課後子ども教室推進事業など、子どもの居場所づ

くりに努めます。 

継続 

障害児通所支援の 

実施 

障害のある子どもの放課後における療育の場や預かりサ

ービスを充実させるため、障害児通所支援の実施及び提

供基盤の充実を図ります。 

継続 

自己実現を目指す生

涯学習の推進 

 

障害のある人が生きがいをもって過ごせるよう学校卒業

後も生涯にわたって生涯学習を通じた生きがいづくりを

地域との繋がりの中で推進できるよう努めます。 

新規 
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第５節 雇用・就労 

１ 障害のある人の雇用の場の拡大 

公共職業安定所や商工会、自立支援協議会、障害者就業・生活支援センターなど関係機

関との連携を強化し、民間企業やサービス提供事業所等への働きかけを行い、障害のある

人の雇用・就労の場の拡大に努めます。また、公共機関における雇用拡大についても庁内

関係各課と連携を図りながら進めていきます。 

 

取り組み 内  容 方向性 

民間企業への啓発・

雇用拡大の促進 

障害のある人の雇用の場の拡大を図るため、公共職業安

定所や商工会等関係機関との連携を保ちながら「障害者

の雇用の促進等に関する法律」の周知徹底を図ります。

公共職業安定所と連携し、各種助成制度の周知・活用を

働きかけ、障害のある人の雇用の拡大に努めます。 

継続 

公共機関における 

雇用拡大の推進 

市役所等の公共機関において、障害のある人の雇用を促

進するとともに、雇用職域の拡大を図ります。 
継続 

福祉的就労の充実 

障害のある人一人ひとりが状態に応じた就労の場（日中

活動の場）を確保できるよう、サービス提供事業所や自

立支援協議会と連携し、就労継続支援事業など福祉的就

労の場の充実を図ります。 

継続 
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２ 総合的な支援施策の推進 

障害のある人の就労機会の拡大を図るため、職業リハビリテーションの推進や必要な知

識・能力の習得を図るための支援を行います。また、公共職業安定所や民間企業、自立支

援協議会、障害者就業・生活支援センターなど関係機関とのネットワーク化を図り、就労

の前後にわたる支援体制づくりを進めます。 

 

取り組み 内  容 方向性 

障害者就労支援事業

の推進 

障害者就業・生活支援センターと連携し、就業相談や就

労支援、職場定着支援など障害のある人の就労を総合的

に支援します。障害のある人が働く場において、雇用の

前後を通じ、障害のある人と事業所の双方を支援するジ

ョブコーチ（職場適応援助者）やジョブサポーター（障

害のある人・企業双方のサポートを行う有償ボランティ

ア）などの周知を図り、利用の促進を図ります。 

継続 

障害者職場実習促進

事業の推進 

障害のある人の就労機会及び就労能力の向上を図るた

め、市役所や一般企業等で職場体験実習を行った場合、

受け入れた事業所とかかわった福祉施設等に奨励金を支

給します。 

継続 

トライアル雇用の促

進 

事業者に対して障害のある人を一定期間試行雇用し、相

互の理解と常用雇用へのきっかけづくりを行うトライア

ル雇用の実施を働きかけます。 

継続 

広域的な就労ネット

ワークの形成 

自立支援協議会を中心に、特別支援学校や学校、公共職

業安定所、商工会、民間企業、障害福祉サービス提供事

業所、行政等の関係機関によるネットワークを形成し、

就労前から就労後にわたって障害のある人の就労支援が

図れる体制づくりに努めます。 

継続 
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第６節 生活環境 

１ ユニバーサルデザイン※とバリアフリーのまちづくりの推進 

障害のある人が地域の中で暮らすにあたって、住まいをはじめ、外出時に不便なく移動

や公共施設などが利用できるよう、ノーマライゼーションの理念のもと、民間企業や関係

機関と連携し、計画的にバリアフリーのまちづくりを進めるとともに、多くの人が利用し

やすいよう、バリアを最初からなくしていくユニバーサルデザインの視点に立ったまちづ

くりを推進します。 

 

取り組み 内  容 方向性 

公営住宅の整備 

新たに整備する公営住宅については、高齢者や障害のあ

る人の利用を考え、住戸内部・共用部のバリアフリーを

図るほか、浴室・トイレ等の安全性の向上を図ります。 

継続 

住宅改修への支援 
高齢者福祉施策等とも連携し、手すりの取り付けや段差

の解消など、居宅における改修への支援に努めます。 
継続 

公共施設のバリアフ

リー化 

既存施設については、「京都府福祉のまちづくり条例」

に基づきバリアフリー化を進めます。新設の際には、ユ

ニバーサルデザインの考え方のもと、計画の段階から、

障害のあるなしにかかわらずだれもが利用しやすい施設

となるよう整備を進めます。 

継続 

 

※ ユニバーサルデザイン 
 年齢，性別や障がいの有無にかかわらず，すべての人が快適に利用できるように製品や建造物，生活空間等を

デザインすること。「バリアフリー」が特定の障壁（バリア）を解消することであるのに対して，対象を限定

するのではなく初めからすべての人に使いやすくするという，バリアフリーから一歩進んだ発想。 
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取り組み 内  容 方向性 

民間施設等への啓発 

障害のある人をはじめ、すべての人が安心・快適に利用

できるよう、「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（新バリアフリー法）※」や「京都府福

祉のまちづくり条例」の周知を図り、事業者等への理解

促進と施設の整備、改善を啓発していきます。 

継続 

「整備基準適合証」 

取得の徹底 

まちづくりに関する施設整備時に、「京都府福祉のまち

づくり条例」整備基準に適合していることを証する適合

証の取得を関係機関等に徹底します。 

継続 

公共交通機関の 

バリアフリー化 

公共交通機関の利便性向上を図るため、京都丹後鉄道各

駅及び駅周辺のバリアフリー化を促進させるとともに、

引き続きノンステップバス・リフト付きバスなどの導入

を事業者に働きかけます。 

継続 

道路など交通環境の

整備 

障害のある人の歩行の安全を確保し、事故を防止するた

め、歩道の拡張や段差の解消、障害物の撤去、音響信号

機等の設置、視覚障害者誘導用ブロックの設置など、交

通環境の整備を進めます。 

継続 

公園施設の維持管理 

都市公園の整備は平成２３年度までに完了しており、管

理は指定管理者へ委託しています。障害のある人を含め、

気持ちよく利用できる施設の維持管理に努めます。 

継続 

 

※ 高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（新バリアフリー法）： 
 平成 18年 6月 21日成立（法律第 91号）、同年 12月 20日に施行された法律。高齢者、障害者等の円滑な移

動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針

並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高

齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を

推進するための措置等を定めることとした法律。 
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２ 防災・防犯への対応 

災害等の緊急事態発生時に、適切な情報提供と避難・救援が行えるよう、防災関係機関

との連携を強化し、災害時要配慮者対策の充実、地域全体の防災力の強化に努めます。ま

た、障害のある人をはじめ、市民が犯罪等に巻き込まれないよう、関係機関・団体と連携

し、防犯体制を整えていきます。 

 

取り組み 内  容 方向性 

地域防災体制の強化 

「京丹後市地域防災計画」の見直しを図る中で、減災へ

の取り組みや防災体制の充実を図るとともに、原子力災

害や津波災害への対策を強化します。 

継続 

災害情報伝達システ

ムの充実 

災害時にとどまらず、市民全体の保護の必要性が生じた

場合など、状況に応じ、必要な情報を提供できるよう、

既存システムの維持・更新、充実を図ります。 

継続 

自主防災組織※の 

育成 

区を単位とした地域住民による自主防災組織※の整備を

進めるとともに、リーダーの育成や区自主防災組織同士

の連携体制づくりを支援します。 

継続 

地域防災体制の充実 

地域コミュニティ※の形成促進や「災害時要配慮者避難

支援プラン」の充実、防災マップの充実をはじめ、民生

委員・児童委員や区（自主防災組織）、関係社会福祉施

設、各種ボランティア団体、相互扶助組織等との連携体

制づくりを進め、地域ぐるみによる防災体制の充実を図

るとともに、地区防災計画の作成を支援します。 

継続 

災害時要配慮者支援

体制の充実 

災害時の被害を最小限に抑えるため、「災害時要配慮者

避難支援プラン」に基づき、「避難行動要支援者登録制

度」のさらなる充実を図ります。また、緊急時でも効果

的な支援活動が行えるよう、自治会（区）を中心とした

ネットワークの体制整備を支援します。 

また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利

用施設について、利用者の円滑かつ迅速な避難を確保す

るための「避難確保計画」の策定を支援します。 

継続 
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取り組み 内  容 方向性 

防犯・悪徳商法など

への対策 

「京丹後市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」に 

基づき、市、市民、事業者、ボランティア団体等が連携・ 

協力して犯罪の防止に努めるとともに、警察や防犯協会 

等の関係機関との連携による防犯活動を展開します。 

高齢者や障害のある人などをねらった悪徳商法の対策に 

ついては、犯罪を未然に防ぐための啓発活動の充実を図 

ります。 

継続 

障害のある人に配慮

した情報伝達手段の

拡充 

防災行政無線のデジタル化に伴い、聴覚障害者への情報

伝達手段として引き続き文字放送の導入を進めます。ま

た、障害のある人への情報伝達手段として、ファックス

や携帯電話のメール機能等を活用した災害情報伝達シス

テムの利用拡充を図ります。さらに、緊急通報システム

やファックス 110 番、携帯電話等からのメール 110 番

の周知を図ります。 

継続 

 

※ 自主防災組織： 
 自治会（区）などを単位として自主的に地域防災活動に取り組む組織。 

 
※ 地域コミュニティ： 
 一定の地域に生活することによって利害関係などの面で結ばれている地域社会共同体。 
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第７節 生きがい・社会参加支援 

１ 文化・スポーツ・レクリエーション活動の推進 

関係機関と連携し、障害のある人を対象としたスポーツや文化、生涯学習に関す

る教室・講座等の開催を働きかけ、障害のある人の文化・スポーツ・レクリエーシ

ョン活動を促進し、地域の中で潤い、豊かな生活を送ることができるよう、生きが

いづくりを支援します。 

 

取り組み 内  容 方向性 

障害者の集い 

障害のある人を対象に、お互いの理解と親睦を深めるた

め、障害種別を超えた交流事業の開催など、事業内容と

運営方法を検討します。 

継続 

障害者スポーツの 

促進 

障害のある人を対象としたスポーツ・レクリエーション

活動について、ニーズを把握するとともに、活動を支援

するスポーツ指導者の養成と組織化を図ります。 

継続 

社会体育施設の整備 
障害のある人をはじめ、だれでも利用しやすいよう、社

会体育施設の適切な維持管理に努めます。 
継続 

文化・芸術活動への

支援 

障害のある人が様々な文化・芸術活動に参加できるよう、

文化施設等への入館料等の負担軽減に努めるとともに、

文化・芸術活動への参加促進に向けた事業内容を検討し

ます。 

継続 

生涯学習の促進 

障害のある人をはじめ、だれもが利用しやすいよう、図

書館、公民館、資料館等の社会教育施設の充実及びこれ

ら施設を活用した生涯学習計画の策定を検討します。 

継続 

交流の場づくり 

（再掲） 

障害のある人と地域住民との交流を活発にするため、地

域に密着した日常的な取り組みやイベントなどの企画を

支援します。 

継続 

障害者教育事業の 

推進（再掲） 

地域住民に障害者に関する学習機会の提供を図るととも

に、障害のある人の社会参加を促進するため、障害のあ

る人が取り組みやすい交流活動や学習活動を行い、積極

的な参加を促すよう努めます。 

継続 
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２ 社会参加を促す支援の充実（移動、コミュニケーション、情報取得） 

障害のある人の社会参加を促進するため、移動支援やコミュニケーション手段の確保の

支援など、外出における支援の充実を図ります。さらに、障害特性に配慮し、多様な媒体

やツールを活用した情報提供に努め、障害特性に合った情報のバリアフリー化を進めます。 

 

取り組み 内  容 
方向

性 

移動支援事業の実施 
屋外での移動が困難な障害のある人の社会参加を促進するた

め、地域生活支援事業における移動支援事業として実施します。 
継続 

福祉タクシー利用券

または福祉ガソリン

利用券の交付 

外出困難な在宅の障害のある人に対して、生活行動範囲の拡大

と社会参加の促進を図るため、タクシー料金の一部を助成する

「福祉タクシー利用券」または自家用車等のガソリン費用の一

部を助成する「福祉ガソリン利用券」のいずれかを交付します。 

継続 

じん臓機能障害者通

院交通費助成 

血液透析療法を行うため、頻繁に通院する必要がある障害のあ

る人に対して、経済的負担の軽減を図るため、通院時における

公共交通機関等の利用料金を助成します。 

継続 

外出支援マップの 

作成 

障害のある人が安心して外出できるよう、障害のある人に配慮

された施設や道路等の情報を掲載したマップ等商業や観光事業

と協働した作成を検討します。 

継続 

コミュニケーション

支援事業の実施 

聴覚・言語機能に障害がある人の情報入手やコミュニケーショ

ン手段を確保し、日常生活の支援及び社会参加の促進を図るた

め、「手話通訳者・要約筆記者の派遣」「手話通訳者の設置」

などを、地域生活支援事業における意思疎通支援事業として実

施します。 

継続 

障害者教育事業の推

進（再掲） 

地域住民に障害者に関する学習機会の提供を図るとともに、障

害のある人の社会参加を促進するため、障害のある人が取り組

みやすい交流活動や学習活動を行い、積極的な参加を促すよう

努めます。 

継続 

障害の種類に応じた

広報の充実 

ボランティアや関係団体・機関との連携を図り、広報紙等の刊

行物の拡大版発行や音声化等の導入・検討を進めます。 
継続 

 



 

 

 

 

 

 

第５期障害福祉計画 
 



 

 

 

 

 

 

第５期障害福祉計画 
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第３部 第５期障害福祉計画 
第１章 計画の策定にあたって 
 

第１節 障害者総合支援法等の概要 

 

国では、地域生活における共生の実現に向けて、「障害者自立支援法」を改正し、新たな

障害保健福祉施策を講ずるための関係法律を整備し、平成 25 年４月に「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」を施行しています。 

このたび、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律を平成 30 年４月から

施行し、障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対す

る支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見

直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充

を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行うこととしています。 

 
 
 
 
   

 障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律（概要） 

 
１ 障害者の望む地域生活の支援 

(1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や

随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・援助等を行うサービスを新設する。 

(2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行

うサービスを新設する。 

(3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする。 

(4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高

齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、

障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負

担を障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける。 

 

２ 障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 

(1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提

供するサービスを新設する。 

(2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養

護施設の障害児に対象を拡大する。 

(3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医

療・福祉等の連携促進に努めるものとする。 

(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障

害児福祉計画を策定するものとする。 

 

３ サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 

(1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与

の活用も可能とする。 

(2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自

治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する。 
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※平成 30 年度新規事業 
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第２節 計画の性格 
 

この計画は、国が示した基本指針（「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑

な実施を確保するための基本的な指針」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 116

号））（以下「国の指針」という）を踏まえ、策定しています。 

主な内容は次のとおりです。この計画はこれらの改正の内容を踏まえて策定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

■ 平成 32 年度の福祉施設の入所者の地域生活への移行人数 

 

■ 平成 32 年度の精神病床における１年以上長期入院患者数 

 

■ 平成 32 年度の福祉施設から一般就労への移行人数 

 

■ 平成 32 年度までの各年度における障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村

の地域生活支援事業及び障害児通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 

 

■ 就労定着支援及び自立生活援助並びに居宅訪問型児童発達支援事業（新規創設

分）に係る必要な量の見込み 

【定める（見直す）こととされている事項】 
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第３節 計画の期間 
 

この計画の期間は、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間とします。 

この計画は、第３次京丹後市障害者計画の基本理念を踏まえ、平成 27 年度から平成 29

年度第４期障害福祉計画のサービス実績、見込み量等を換算し、見直しを行い、その後の

３年間の計画期間において障害者総合支援法に基づく自立支援給付、地域生活支援事業等

の各種福祉サービスについて、平成 32 年度までの目標値を設定します。 

また、計画については、今後、国の動向に伴い計画の根幹となる法律や制度等について

大幅な変更が生じた場合、適宜、見直しを行うものとします。 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

      

第４期 障害福祉計画 (３年間)    

  
見直し 

第５期 障害福祉計画 (３年間) 

第３次障害者計画（６年間） 
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第４節 計画の視点 
１ 障害者の自己決定と自己選択の尊重 

障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を

実現するため、障害のある人が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、

自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービスの提供基盤の整

備を進めます。 

２ 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤

の整備 

障害者の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった新たな課題に対応した

サービス提供基盤を整えるとともに、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを実現す

るため、身近な地域におけるサービス拠点づくりや地域の社会資源を最大限に活用し、基

盤整備を進めます。 

３ 障害者の能力への気づきと創造の促進 

人は個人それぞれに秘めた才能を持っています。障害者に創造の場と機会を提供するこ

とにより新たな可能性を引き出し、その素晴らしい才能が豊かに育まれ、生き生きと自立

し、様々な分野で活躍していく生活に繋げるとともに、障害のある人もない人も関係なく

支え合い高め合って共生が多彩に発展していく環境整備を進めます。 

４ 地域社会の理解の促進 

サービス提供や基盤整備について、サービスを利用する障害者のニーズを適切に把握し、

その意向を計画に反映することはもちろんですが、障害及び障害者に対する地域社会の理

解を得ることもまた重要です。本計画の作成にあたっては、自立支援協議会をはじめ、障

害者本人や地域住民、企業等へ幅広く参加を求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進め

ます。 

５ 総合的な取り組み 

障害者の地域生活への移行、就労支援等の推進にあたっては、福祉分野のみならず、雇

用、教育、医療といった分野をこえた総合的な取り組みが不可欠です。公共職業安定所や

特別支援学校等の行政・教育機関、企業、医療機関といった関連する機関の参加を求め、

数値目標の共有化、地域ネットワークの強化等を進めます。 

６ 目標値・サービス見込量に対する基本的な考え方 

第５期障害福祉計画の目標値・サービス見込量は、第４期計画の実績数値に伴う現状把

握や地域における課題、障害者等のニーズを踏まえ、必要なサービス量を見込んでいます。

また、数値目標の考え方は、国の指針を踏まえつつ、これまでの実績や地域資源の状況を

考慮し設定しています。 
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第２章 平成 32 年度に向けた目標指標の設定 
 

第１節 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

国の指針 

平成 28 年度末時点における施設入所者数の９％以上が平成 32 年度末までに地域生活

へ移行することを目指すとともに、32 年度末時点における施設入所者を、平成 28 年度

末時点から２％以上削減することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえ

て設定する。 

 

目標数値 
本市では、国の指針に従い、施設入所者の地域生活への移行をめざすため、市内におけ

るサービス提供基盤の状況や、市内入所施設法人及びサービス提供事業所との連携を図り

ながら、平成 30 年度から新たに始まる制度の活用や、グループホームの定員増や増設の

検討を積極的に進め、今後の地域における支援体制状況等を勘案し、以下の数値目標を設

定、取り組みを進めます。 

 

項  目 数  値 考え方 

平成２８年度末時点の入所者数（Ａ） 99 人 平成 29 年３月 31 日の施設入所者数 

【目標値】（Ａ）の内、平成 32 年度

までの地域生活移行者数（Ｃ） 
９人 

施設入所からグループホーム、一般住宅

等へ移行した者の数 

平成３２年度末時点の入所者数（B） 97 人 平成 32 年度末時点の施設入所者数 

【目標値】削減見込 2 人 Ａ－Ｂ 

地域生活移行率 9.1％ （Ｃ）/（Ａ） （※目標９％以上） 

入所者数削減率 2.0% （Ａ－Ｂ）/（Ａ）  （※目標２%以上） 
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第２節 精神病床における１年以上長期入院患者数 

 

国の指針 

地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、１年以上長期入院患者の

内、一定数は地域生活への移行が可能になることから、平成 32 年度末の精神病床におけ

る ①65 歳以上の１年以上の長期入院患者数 ②65 歳未満の１年以上の長期入院患者

数を、目標値として設定する。 

 

目標数値 
本市では、国の指針に従い、地域の医療関係機関や相談支援事業所、サービス提供事業

所との連携を図りながら、精神保健医療福祉体制の基盤の整備について、検討を積極的に

進め、今後の地域における支援体制を勘案し、以下の数値目標を設定、取り組みを進めま

す。 

 

項  目 数  値 考え方 

①６５歳以上の１年以上の長期入

院患者数 
15 人 下記参考数値を参考に見込む。 

①②とも、毎年１人ずつ減を目標値として設

定。 
②６５歳未満の１年以上の長期入

院患者数 
5 人 

 

 

【参考数値】在院患者数（１年以上長期入院患者）の状況（平成 29 年６月 30 日時点） 

在院患者数 １年未満 １年以上 

41 人 15 人 26 人 
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第３節 福祉施設から一般就労への移行 

 

国の指針 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業所等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援を行う事業をいう）を通じて、平成 32 年度中に一般就労に移行する者の数

値目標を設定する。 

目標の設定にあたっては、平成 28 年度の一般就労への移行実績の１．５倍以上とする

ことを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定する。 

 

目標数値 

本市では、国の指針を踏まえ、これまでの実績等を勘案し、以下の数値目標を設定し、

取り組みを進めます。 

 

項  目 数  値 考え方 

平成２８年度の一般就労移行者数

（Ａ） 
５人 

平成 28 年度において福祉施設を退所し、

一般就労した者の数 

【目標値】平成３２年度の一般就労

移行者数(B) 
８人 

平成 32 年度において福祉施設を退所し、

一般就労する者の数 

増加割合 １．６倍 Ｂ／Ａ 【目標１．５倍以上】 
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第３章 自立支援給付・地域生活支援事業の推進 
 

第１節 障害福祉サービスの基盤整備 
 

１ 訪問系サービスの見込量と今後の方向性 

 

（１）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

障害支援区分１以上の人に対し、居宅において入浴・排せつ・食事等の

介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の

生活全般にわたる支援を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者もしくは精神障害者で、常時

介護を必要とし、障害支援区分４以上であって二肢以上に麻痺等があ

り、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排

便」のいずれにも「支援が不要」以外と認定されている人、もしくは障

害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以

上ある人に対し、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗

濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわた

る支援、外出時における移動支援等を総合的に行います。 

同行援護 
視覚障害により、移動が困難な人の外出時に同行し、移動に必要な情報

を提供するとともに、外出する際の必要な支援を行います。 

行動援護 

知的障害、精神障害により、行動上著しい困難を有し、障害支援区分３

以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等の

合計点が 10 点以上ある人に対し、行動する際に生じ得る危険回避のた

めの援護や外出時における移動中の支援を行います。 

重度障害者等 

包括支援 

常時介護を必要とし、障害支援区分６であり、かつ意思疎通が著しく困

難な人に対し、居宅介護等複数のサービスを提供し、包括的に支援を行

います。 
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【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

・居宅介護 

・重度訪問介護 

・同行援護 

・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

見込 

時間 
2,060 2,142 2,212 2,477 2,669 2,812 

見込利

用者数 
118 124 129 131 140 147 

実績 

時間分 
2,217 

(2,037.9) 

1,991 

(2,316.4) 

3,386 

(2,382.4) 

1,968 

(2,355.1) 

1,781 

(2,263.5) 

2,334 

(2,389.6) 

人分 
117 

(104.9 

118 

(115.6) 

128 

(114.7) 

100 

(106.7) 

106 

(104.2) 

124 

(113.2) 

居宅介護 

時間分 
1,148 

(1,013.1) 

1,086 

(1,125.3) 

1,025 

(1,008.9) 

911 

(948.6) 

931 

(991.9) 

1,046 

(1,083.5) 

人分 
84 

(77.5) 

83 

(82.3) 

86 

(80.5) 

72 

(72.0) 

71 

(67.7) 

73 

(71.7) 

重度訪問介護 

時間分 
69 

(17.8) 

54 

(7.7) 

707 

(83.0) 

4 

(94.9) 

100 

(126.3) 

105 

(121.4) 

人分 
2 

(1.8) 

3 

(1.6) 

3 

(1.9) 

2 

(2.4) 

4 

(2.3) 

4 

(1.8) 

同行援護 

時間分 
298 

(318.1) 

399 

(403.8) 

447 

(447.3) 

271 

(469.8) 

261 

(492.5) 

666 

(590.0) 

人分 
18 

(16.5) 

21 

(21.1) 

25 

(22.2) 

15 

(21.3) 

20 

(22.5) 

12 

(27.3) 

行動援護 

時間分 
702 

(688.6) 

452 

(779.5) 

1,207 

(843.1) 

782 

(841.9) 

489 

(652.8) 

503 

(594.7) 

人分 
13 

(9.1) 

11 

(10.6) 

14 

(10.1) 

11 

(10.9) 

11 

(11.8) 

30 

(12.3) 

重度障害者等

包括支援 

時間分 － － － － － － 

人分 － － － － － － 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、平成 29 年度は９月分実績。 

表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。また、平成 29 年度は９月分までの平

均実績。 

他の障害福祉サービスについても同じ。  
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【第５期サービスの見込量】    

  サービス名 単位 
平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

下の５つの 

サービス 

時間分 2,670 2,772 2,877 

人分 118 122 126 

居宅介護 
時間分 1,138 1,195 1,254 

人分 74 76 78 

重度訪問介護 
時間分 115 115 115 

人分 2 2 2 

同行援護 
時間分 663 708 754 

人分 29 31 33 

行動援護 
時間分 724 724 724 

人分 12 12 12 

重度障害者等

包括支援 

時間分 30 30 30 

人分 1 1 1 

 

【考え方】 

   平成 28 年度までの実績数値を基礎に、今後の利用者の伸び等を勘案し、サービス見

込量を算出しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 日中活動系サービスの見込量と今後の方向性 

 

訪問系サービスの見込量確保の方策 
 

訪問系サービスについては、今後、障害のある人の地域生活への移行が進むととも

に、障害者及びその家族の高齢化による利用の増加が予想されます。 

身体障害や知的障害、精神障害の特性を十分理解し、対応できる従事者（ヘルパー）

の養成・確保はもとより、65 歳以上の高齢障害者においては、その人の障害特性や

生活状況にあった各種サービス提供のため、介護保険制度と障害福祉サービスを組み

合わせながらサービスの質が低下することのないよう、障害福祉サービス提供事業所

並びに介護保険サービス提供事業所（訪問介護事業所）との連携を図ります。また、

関係法人への人材確保に向けた取り組み強化を促し、研修に関する情報提供や、教育

機関と合同した福祉職場希望の学生に対して職場体験や就学、雇用支援等積極的に人

材確保の検討を進め、見込量に対応できる体制づくりに努めます。また、京都府や自

立支援協議会等の関係機関と連携し、さらに、サービス提供事業所との協議や指導、

助言等を行い、サービスの質の向上に努めます。 
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２ 日中活動系サービスの見込量と今後の方向性 

（１）生活介護 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

生活介護 

常時介護が必要であり、障害支援区分３以上である人又は年齢 50 歳以

上で障害支援区分２（施設入所を伴う場合、区分３）以上である人に対

して、昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護を行うとともに、創

作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

生活介護 
人日分 4,602 4,702 4,821 5,700 5,980 6,280 

人分 232 237 243 285 299 314 

実績 

人日分 
4,440 

(4,878.4) 

4,707 

(4,738.7) 

4,806 

(4,805.8) 

4,478 

(4,739.8) 

4,535 

(4,783.4) 

4,718 

(4,937.5) 

人分 
234 

(222.6) 

233 

(232.3) 

251 

(236.3) 

239 

(232.8) 

234 

(236.4) 

232 

(237.2) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

5,040 人日分 5,103 人日分 5,166 人日分 

240 人分 243 人分 246 人分 

 

【考え方】 

平成 28 年度までの実績数値を基礎に、今後の利用者の伸びや日中活動の場に対する

ニーズ等を勘案し、サービス見込量を算出しています。 

利用者はほぼ横ばいで、30 歳未満の若い世代の利用が増加しており、今後も特別支援

学校卒業予定者の他、若年層の微増が見込まれます。 
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（２）自立訓練（機能訓練） 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

自立訓練（機能訓練） 

入所施設、病院を退所・退院した人であって、地域生活への移行を図る

上で身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復等の支援

が必要な人、また特別支援学校を卒業し、身体機能の維持・回復等の支

援が必要な人に対し、地域生活を営むことができるよう、有期限（原則

1 年 6 か月）の支援計画に基づき、理学療法・作業療法その他生活等に

関する必要な相談等の支援を行います。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日分 22 22 22 20 20 20 

人分 1 1 1 1 1 1 

実績 

人日分 
8 

(0.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(2.9) 

0 

(10.4) 

0 

(0.0) 

人分 
1 

(0.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.2) 

0 

(1.1) 

0 

(0.0) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

1０人日分 10 人日分 10 人日分 

１人分 １人分 １人分 

 

【考え方】 

平成 28 年度までの実績数値を基礎に、サービス提供事業所の状況等を勘案し、サー

ビス見込量を算出しています。 

利用者数はほぼ横ばいで、市内に事業所がないため、前期見込量と同程度を見込んで

います。  
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（３）自立訓練（生活訓練） 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

自立訓練（生活訓練） 

入所施設・病院を退所・退院した人であって、地域生活への移行を図る

上で生活能力の維持・向上等の支援が必要な人、また特別支援学校を卒

業し、継続した通院により症状が安定している知的障害又は精神障害の

ある人に対し、地域生活を営むことができるよう、有期限（原則 2 年間）

の支援計画に基づき、日常生活能力の向上に必要な訓練等の支援を行い

ます。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

自立訓練 

生活訓練 

人日分 162 162 162 140 140 140 

人分 16 16 16 14 14 14 

実績 

人日分 
138 

(179.8) 

136 

(132.3) 

130 

(151.4) 

84 

(113.4) 

92 

(106.2) 

128 

(129.2) 

人分 
12 

(13.0) 

8 

(8.8) 

10 

(10.3) 

7 

(8.1) 

6 

(7.3) 

6 

(6.5) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

116 人日分 116 人日分 116 人日分 

7 人分 7 人分 7 人分 

 

【考え方】 

平成 28 年度までの実績数値を基礎に、国の地域移行方針や今後の利用者の動向、ま

た入所・入院から地域生活へ移行を図る上で支援が必要な人、特別支援学校卒業予定者

の状況等を勘案し、サービス見込量を算出しています。 

利用者数はほぼ横ばいで、前期見込量と同程度を見込んでいます。（市内事業所＝1

か所）  
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（４）就労移行支援 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

就労移行支援 

一般就労を希望する 65 歳未満の障害のある人に対し、有期限（原則

2 年間）の支援計画に基づき、生産活動や職場体験を通じて、就労に

必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、適性に応じた職場の開

拓、就労後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行い

ます。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

就労移行支援 
人日分 456 516 575 220 220 220 

人分 23 26 29 11 11 11 

実績 

人日分 
383 

(398.5) 

297 

(278.2) 

193 

(192.5) 

146 

(168.6) 

112 

(143.3) 

155 

(156.7) 

人分 
19 

(18.8) 

14 

(13.3) 

9 

(9.2) 

8 

(9.3) 

7 

(8.8) 

9 

(8.3) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

156 人日分 156 人日分 156 人日分 

9 人分 9 人分 9 人分 

 

【考え方】 

平成 28 年度までの実績数値を基礎に、特別支援学校卒業予定者の状況等を勘案し、

サービス見込量を算出しています。 

特別支援学校卒業予定者による就労アセスメントの利用のほか、平成 30 年度以降の

新たなサービス等による一般就労移行へのニーズの高まりが見込まれるものの、有期限

のサービスであることから、サービス見込量はほぼ横ばいとなることが見込まれます。 
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 （５）就労継続支援Ａ型 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

就労継続支援Ａ型 

一般就労することが困難な者であって、継続的に就労することが可能な

65 歳未満の障害のある人に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供

するとともに、必要な知識・能力の向上を図る等の支援を行います。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

就労継続支援

Ａ型 

人日分 44 44 44 380 460 540 

人分 2 2 2 19 23 27 

実績 

人日分 
44 

(44.6) 

257 

(131.8) 

329 

(328.6) 

681 

(584.3) 

582 

(639.4) 

742 

(683.0) 

人分 
2 

(2.0) 

13 

(6.4) 

16 

(15.8) 

33 

(27.9) 

28 

(30.8) 

32 

(31.2) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

693 人日分 735 人日分 777 人日分 

33 人分 35 人分 37 人分 

 

【考え方】 

平成 28 年度までの実績数値を基礎に、就労ニーズ等を勘案し、サービス見込量を算

出しています。 

障害種別ごとにみると精神障害者の伸び率が多いものの、全体としては平成 27 年度

以降、ほぼ横ばいに推移。今後、入院中の精神障害者の地域生活移行が進むなかで、微

増することが見込まれます。  
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（６）就労継続支援Ｂ型    

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

就労継続支援Ｂ型 

一般企業等での就労経験があり、年齢や体力の面で雇用されることが困

難な人や就労移行支援事業を利用したが一般企業への雇用に結びつか

なかった人、50 歳に達している人等に、一定の賃金水準に基づく働く

場を提供するとともに、その他の就労への移行に必要な知識及び能力を

修得するための訓練を行います。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

就労継続支

援Ｂ型 

人日分 2,841 2,954 3,049 3,492 3,546 3,600 

人分 150 156 161 194 197 200 

実績 

人日分 
2,875 

(3,371.5) 

3,272 

(3,187.3) 

3,255 

(3,255.1) 

3,033 

(3,247.0) 

3,135 

(3,254.8) 

2,756 

(3,338.7) 

人分 
156 

(158.0) 

164 

(167.4) 

171 

(170.3) 

171 

(173.7) 

171 

(172.6) 

145 

(168.2) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

3,570 人日分 3,612 人日分 3,654 人日分 

170 人分 172 人分 174 人分 

 

【考え方】 

   平成 28 年度までの実績数値を基礎に、今後の利用者の伸びや特別支援学校卒業予定

者の状況等を勘案し、サービス見込量を算出しています。 

平成 25 年度以降、ほぼ横ばいで推移しており、特別支援学校卒業生の利用や施設か

ら地域生活への移行推進により、微増することが見込まれます。 
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（７）療養介護 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

療養介護 

病院等への長期入院による医療に加え、常時介護を必要とする人であっ

て、障害支援区分６で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っ

ている人、また障害支援区分５以上である筋ジストロフィー患者又は重

症心身障害者を対象に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介

護及び日常生活上の援助を行います。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

療養介護 人分 13 13 13 13 13 13 

実績 人分 
12 

(11.3) 

11 

(11.1) 

11 

(10.8) 

12 

(10.9) 

11 

(11.0) 

11 

(11.0) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

13 人分 13 人分 13 人分 

 

【考え方】 

平成 28 年度までの実績数値を基礎に、医療型障害児入所施設からの移行見込みも踏

まえ、今後の利用者数を算出しています。 
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（８）短期入所 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

短期入所 

居宅で介護する人が病気等で介護できなくなった時等、障害のある人を

施設において短期間、夜間も含め入浴・排せつ・食事等の介護を行いま

す。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

短期入所 
人日分 131 141 152 175 200 225 

人分 26 28 30 35 40 45 

実績 

人日分 
130 

(128.6) 

139 

(149.8) 

153 

(153.3) 

251 

(203.0) 

279 

(292.8) 

294 

(288.7) 

人分 
22 

(18.2) 

27 

(27.4) 

31 

(28.1) 

37 

(33.6) 

30 

(36.2) 

38 

(39.5) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 度 平成 31 年度 平成 32 年度 

346 人日分 415 人日分 498 人日分 

43 人分 46 人分 49 人分 

 

【考え方】 

平成 28 年度までの実績数値を基礎に、家族の一時的な休息や緊急時の対応等、今後

も増加が見込まれるニーズを勘案し、サービス見込量を算出しています。 

主たる介護者のレスパイトや緊急時の対応等の他、施設等入所を目的とする長期継続

的な利用が増えており、今後も利用増加が見込まれます。（平成 28 年度 市内に 2 か

所の（医療型）事業所が増加） 
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（９）就労定着支援 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

就労定着支援 

福祉施設から一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により

生活面の課題が生じている者を対象に、課題の把握を行うとともに、企

業・自宅等への訪問や利用者の来所により、生活リズムや家計、体調管

理等の課題解決に向けて、会社との連絡調整や指導・助言等の支援を行

います。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 度 平成 31 年度 平成 32 年度 

20 人日分 20 人日分 20 人日分 

4 人分 4 人分 4 人分 

※平成 30 年度に新たに創設される事業。 

 

【考え方】 

国の指針を踏まえ、平成 28 年度までの一般就労実績等を勘案し、サービス見込量を

算出しています。 
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日中活動系サービスの見込量確保の方策 
  

「生活介護」や「就労移行支援」「就労継続支援Ａ型・Ｂ型」については、特別

支援学校卒業予定者の就労アセスメント等を踏まえ、今後も微増が見込まれるた

め、サービス提供事業所や自立支援協議会と連携しながら、必要量の確保に努めま

す。 

また、平成 30 年度から新たに創設される「就労定着支援事業」により、一般就

労へのニーズの高まりが見込まれるため、事業所の参入を促進するとともに、関係

機関と連携し、就労先の拡大等につながる支援対策を検討していきます。 

「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」については、第４期計画時に障害のある人

の地域移行が進むにつれ、利用者の増加が考えられていましたが、その後の実績は

ほぼ横ばいであり、有期限のサービスであることから、サービス提供事業所と連携

し、過去の実績相当の必要量の確保を図ります。 

「療養介護」についても利用実績は、横ばいであり、京都府及び関係機関、サー

ビス提供事業所等と連携し、必要量を提供できるよう努めます。 
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３ 居住系サービスの見込量と今後の方向性 

 

（１）共同生活援助（グループホーム） 

 
【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

障害のある人を対象に、主として夜間において、共同生活を営む住居に

おいて相談、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事

及びその他の日常生活上の援助を行います。 

 
 
【第３・４期サービスの見込量と実績】 

 
サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人分 58 63 6８ 72 76 82 

実績 人分 
58 

(56.2) 

64 

(64.3) 

64 

(62.0) 

70 

(68.0) 

78 

(73.7) 

77 

(77.3) 

※平成 26 年度より共同生活援助と共同生活介護が一元化されたため、平成 25 年度ま

では、両事業の合計数。 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

80 人分 88 人分 91 人分 

 
 
【考え方】 

   平成 28 年度までの実績数値を基礎に、主たる介護者の高齢化等による利用ニーズ増

加を勘案し、サービス見込量を算出しています。 

   支給決定者、利用実績とも増加傾向で、将来の生活に対する不安から、今後も利用者

数の増加が見込まれます。 
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（２）施設入所支援 

 
【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

施設入所支援 

生活介護を受けている障害支援区分４（50 歳以上の場合は区分３）以

上の人、あるいは自立訓練又は就労移行支援を受けている人で、入所し

ながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる人、

又は地域の社会資源の状況やその他やむを得ない事情により、通所によ

って訓練等を受けることが困難な人を対象に、夜間や休日に入浴・排せ

つ・食事等の介護、生活に関する相談等、必要な日常生活上の支援を行

います。 

 
 
【第３・４期サービスの見込量と実績】 
 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

施設入所支援 人分 107 109 111 101 100 98 

実績 人分 
105 

(102.2) 

103 

(102.3) 

102 

(101.2) 

98 

(97.7) 

97 

(97.6) 

102 

(99.5) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

98 人分 98 人分 97 人分 

 
【考え方】 

平成 28 年度までの実績数値を基礎に、地域生活への移行人数、利用ニーズ等を勘案

し、サービス見込量を算出しています。 

施設入所者数は、ほぼ横ばいに推移しており、利用者は障害支援区分６の重度障害者

が約半数を占めることから、地域移行は難しいと思われます。 
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（３）自立生活援助 

 

【サービスの概要】  

サービス名 内 容 

自立生活援助 

一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や

随時の対応により必要な支援を行います。 

対象者は定期的な巡回訪問又は随時通報による必要な情報の提供及び

助言その他の援助が必要な障害者で、かつ居宅において単身（同居家族

が障害、疾病等に該当する場合を含む）のため、居宅における自立した

日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあ

る障害者とします。 

 

【第５期サービスの見込量】人/月 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

２人分 ２人分 ２人分 

 

【考え方】 

   国の指針を踏まえ、地域生活への移行の可能性のある人数を推計し、サービス見込量

を算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居住系サービスの見込量確保の方策 
 

「共同生活援助（グループホーム）」については、主たる介護者である家族の高齢

化が進むなか、将来にわたって安心して生活できる生活の拠点として、これまで以上

にニーズの増加が予測されるため、サービス提供事業所や自立支援協議会と連携しな

がら、受入先の拡大を促進していきます。 
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４ 計画相談支援等の見込量と今後の方向性 

サービス等利用計画については、平成 27 年４月以降、市町村が支給要否決定を行う

に当たり、原則としてすべての障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する障害者等

を対象とする取り扱いとされていることから、相談支援の充実が図られるよう進めてい

ます。 

 

（１）計画相談支援 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

計画相談支援 

障害福祉サービスを利用するすべての障害のある人を対象に、支給決定

又は支給決定の変更前後に、サービス等利用計画案を作成するととも

に、一定の期間ごとにサービス等利用状況のモニタリングを行います。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

相談支援 人分 57 112 137 110 110 110 

実績 人分 49 89 125.8 129.7 123.4 129.3 

※各年度の月あたり平均実績。平成 29 年度は９月分までの平均実績。 

 

【第５期サービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

130 人分 130 人分 130 人分 

 
【考え方】 

平成 28 年度までの実績数値を基礎に、今後のサービス等利用者の伸び、計画作成の

必要な人の推計を踏まえ、サービス見込量（モニタリングを含む）を算出しています。 
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（２）地域移行支援 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している人、又は入院している精神障害のある

人を対象に、地域生活に移行するための相談や住居の確保、サービス提

供事業所への同行支援等を行います。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

地域移行支援 人分 2 2 1 2 2 2 

実績 人分 0 0 0 0 0.5 0 

※各年度の月あたり平均実績。平成 29 年度は９月分までの平均実績。 

 

【第５期サービスの見込量】人/月 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

1 人分 1 人分 1 人分 

 

【考え方】 

本事業の担い手である相談支援専門員や、地域で利用者を支える資源（ヘルパー、医

療連携体制等）の不足等の課題を踏まえつつ、地域移行に係る数値目標等から、地域生

活への移行の可能性のある人数を推計し、利用者数を算出しています。 
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（３）地域定着支援 

 

【サービスの概要】  

サービス名 内 容 

地域定着支援 

施設や病院から地域生活へ移行した人や家族との同居から一人暮らし

に移行した障害のある人等に対し、障害の特性に起因して生じる緊急の

事態等に常時、相談や対応を行います。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

地域移行支援 人分 1 1 1 2 2 2 

実績 人分 0 0.5 1 0.6 0.1 0 

※各年度の月あたり平均実績。平成 29 年度は９月分までの平均実績。 

 

【第５期サービスの見込量】人/月 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

1 人分 1 人分 1 人分 

 

【考え方】 

   地域移行に係る数値目標等から、地域生活への移行の可能性のある人数を推計すると

ともに、そのうち居宅での一人暮らしが見込まれる利用者数を算出しています。 

計画相談支援等の見込量確保の方策 
 

「計画相談支援等」については、障害福祉サービス支給決定に係るプロセスの見直しに

より、平成 27 年４月以降、原則としてすべての障害福祉サービスまたは地域相談支援の

利用にあたり、提出を必要とされています。このため、利用量が大幅に増加し、サービス

等利用希望者数に対し、計画相談専門員の不足が課題となっています。 

施設入所者及び入院中の精神障害者の地域生活への移行が推進されるなかで、引き続き

相談支援専門員育成のための研修機会等の確保等に努め、相談支援事業所やサービス提供

事業所と連携し、サービス等利用計画作成に必要な人材及び事業運営体制を確保していく

こととします。また、医療・保健、福祉関係者による包括的なケア体制の構築ができるよ

う、京都府と連携・協議を進めます。 
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【指定障害福祉サービス等の必要量の見込み一覧】（１か月あたりの見込量） 

サービス名 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問系 

居宅介護 

2,670 時間分 

（118 人分） 

2,772 時間分 

（122 人分） 

2,877 時間分 

（126 人分） 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

日中活動系 

生活介護 
5,040 人日分 

（240 人分） 

5,103 人日分 

（243 人分） 

5,166 人日分 

（246 人分） 

自立訓練 

（機能訓練） 

10 人日分 

（  1 人分） 

10 人日分 

（  1 人分） 

10 人日分 

（  1 人分） 

自立訓練 

（生活訓練） 

116 人日分 

（ 7 人分） 

116 人日分 

（ 7 人分） 

116 人日分 

（ 7 人分） 

就労移行支援 
156 人日分 

（ 9 人分） 

156 人日分 

（ 9 人分） 

156 人日分 

（ 9 人分） 

就労継続支援（Ａ型） 
693 人日分 

（ 33 人分） 

735 人日分 

（ 35 人分） 

777 人日分 

（ 37 人分） 

就労継続支援（Ｂ型） 
3,570 人日分 

（170 人分） 

3,612 人日分 

（172 人分） 

3,654 人日分 

（174 人分） 

療養介護   13 人分   13 人分   13 人分 

短期入所 
346 人日分 

（ 43 人分） 

415 人日分 

（ 46 人分） 

498 人日分 

（ 49 人分） 

就労定着支援 
20 人日分 

（ 4 人分） 

20 人日分 

（ 4 人分） 

20 人日分 

（ 4 人分） 

居住系 

共同生活援助（ＧＨ） 80 人分 88 人分 91 人分 

施設入所支援 98 人分 98 人分 97 人分 

自立生活援助 2 人分 2 人分 2 人分 

計画相談 

支援等 

計画相談支援 130 人分 130 人分 130 人分 

地域移行支援 1 人分 1 人分 1 人分 

地域定着支援 1 人分 1 人分 1 人分 

 ※単位が「時間」の場合は１か月あたりの延べ時間数。「人日」の場合は１か月あたりの利用者数に１人あたりの

月平均利用日数を乗じた数値。「人」の場合は１か月あたりの利用者数。 
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第２節 地域生活支援事業の推進 

１ 必修事業 

（１）相談支援事業 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

相談支援事業 福祉サービスの利用調整や地域生活に関する各種相談に応じる事業です。 

 

【サービスの見込量】 

サービス名 
 見込量 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

相談支援事業 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

自立支援協議会 有 有 

【考え方】 

相談支援事業についてはこれまでの体制を維持するとともに、相談支援体制の充実を

図るため、地域生活支援拠点等の平成 32 年度設置に向けて検討します。 

 

（２）成年後見制度利用支援事業 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

成年後見制度利用

支援事業 
知的、精神障害等のために十分判断できない方の権利を守る事業です。 

 

【サービスの見込量】 

【考え方】 

高齢、独居の障害者が増えているなか、今後も利用量は増える見込みです。 

  

サービス名 
見込 見込量 

平成29年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

成年後見制度利用支援事業 4 件 5 件 6 件 7 件 
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（３）意思疎通支援事業 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

意思疎通支援事業 

聴覚・言語機能に障害のある人に、手話通訳者や要約筆記者を派遣した

り、また手話通訳者を設置する事業を通して、意思疎通が図られるよう

支援する事業です。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

見込量 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

派遣人数 派遣人数 派遣人数 派遣人数 派遣人数 派遣人数 

462 474 486 400 410 420 

派遣者数 

（手話・要約筆記） 
405 420 388 314 205 114 

設置者数 

（手話通訳者） 
1 1 1 1 1 1 

※表中「派遣数」は各年度の月あたり平均実績。平成 29 年度は９月分までの平均実績。 

 

【第５期サービスの見込量】 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

派遣者数（手話・要約筆記） 200 200 200 

設置者数（手話通訳者） １ １ １ 

 

【考え方】 

   聴覚・言語障害者に対し手話通訳者や要約筆記者を派遣することにより、社会生活に

おける自立と社会参加促進及び生活の質の向上を図ります。聴覚・言語障害者のニーズ

を勘案してサービス見込量を算出しています。 
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（４）手話奉仕員養成研修事業 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

手話奉仕員養成研修事業 手話奉仕員を養成する奉仕員養成事業を実施します。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

登録者数 登録者数 登録者数 登録者数 登録者数 登録者数 

手話通訳者 

登録見込者数 
8 8 8 10 11 12 

実績 9 9 9 10 10 10 

※平成 29 年度は９月時点における見込数値。 

 

【第５期サービスの見込量】 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

手話通訳者登録見込者数 11 11 11 

 

【考え方】 

   聴覚・言語障害者に対し手話奉仕員を養成することにより、社会生活における自立と

社会参加促進支援をします。昼間に活動できる奉仕員の確保が重要な課題になっており、

聴覚・言語障害者のニーズを勘案してサービス見込量を算出しています。 
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（５）日常生活用具給付等事業 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

日常生活用具給付等事業 障害のある人に日常生活用具を給付する事業です。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

年間件数 年間件数 年間件数 年間件数 年間件数 年間件数 

見込量 合計 1,516 1,566 1,616 1,918 1,978 2,038 

実績  合計 1,574 1595 1,859 1,636 1,742 634 

介護・訓練支援用具 6 6 6 7 8 9 

実績 4 ６ 2 3 2 0 

自立生活支援用具 25 25 25 25 25 26 

実績 17 25 19 22 14 24 

在宅療養等支援用具 10 10 10 11 13 15 

実績 13 10 5 7 9 16 

排泄管理支援用具 1,450 1,500 1,550 1,850 1,900 1,950 

実績 1,521 1,516 1,812 1,576 1,682 556 

情報・意思疎通支援用具 18 18 18 18 24 30 

実績 13 31 18 19 27 28 

住宅改修費 7 7 7 7 8 8 

実績 6 7 3 9 8 10 

※平成 29 年度は９月時点における見込数値。 
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【第５期サービスの見込量】    

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

給付等見込件数合計 1,902 1,932 1,962 

介護・訓練支援用具 5 5 5 

自立生活支援用具 22 22 22 

在宅療養等支援用具 10 10 10 

排泄管理支援用具 1,820 1,845 1,870 

情報・意思疎通支援用具 35 40 45 

住宅改修費 10 10 10 

 

【考え方】 

   身体障害者や知的障害者、障害児、難病患者等に対し、日常生活を送るうえで必要な

用具を給付することにより、福祉の向上を図ります。平成 28 年度までの給付実績を基

礎に、利用者のニーズを勘案し、サービス見込量を算出しています。 
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（６）移動支援事業 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

移動支援事業 
視覚障害者や全身性障害者(注)、知的障害者、精神障害者等が外出する際の支

援をする事業です。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

見込量 
延利用者数 170 180 190 348 372 396 

延利用時間数 4,000 4,100 4,200 5,080 5,431 5,781 

実績 
延利用者数 246 277 324 316 364 368 

延利用時間数 4,197 4,336 4,733 4,359 4,157 4,435 

※平成 29 年度は９月時点における見込数値。 

 

【第５期サービスの見込量】 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

延利用者数 430 440 450 

延利用時間数 4,730 4,840 4,950 

 

【考え方】 

  障害のある人が移動する際に支援を行うことにより、社会参加の促進等を図ります。

利用者のニーズを勘案し、サービス見込量を算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

(注)全身性障害…身体障害者手帳の交付を受けた障害者（児）であって、身体障害者福祉法施行規則別表第 5号に規定する

肢体不自由の障害程度等級が 1級で、両上肢及び両下肢（移動機能障害を含む。）の機能の障害のある者もしくはこれと

同等と市長が認める者  
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（７）地域活動支援センター事業 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

地域活動支援センタ

ー事業 
創作的活動や社会交流活動等、障害者の日中活動を支援する事業です。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

見込量 
箇所数 3 3 3 3 3 3 

延利用者数 10,560 11,040 11,520 12,476 13,100 13,755 

実績 
箇所数 3 3 3 3 3 3 

延利用者数 10,541 11,793 11,882 11,524 12,051 12,192 

※平成 29 年度は９月時点における見込数値。 

 

【第５期サービスの見込量】   

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

箇所数 ３ ３ ３ 

利用者数 12,100 12,100 12,100 

 

【考え方】 

   創作的活動や社会交流活動等、障害者の日中活動の支援を行います。利用者のニーズ

を勘案し、サービス見込量を算出しています。 
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必須事業の見込量確保の方策 
 

「相談支援事業」については、引き続きサービス提供事業所と連携し、必要な相

談支援を実施します。また、障害のある人が可能な限り住み慣れた地域で支援を受

けられるよう、自立支援協議会において、事例研究を行うとともに、地域課題を解

決するための体制づくりを進めます。 

「意思疎通支援事業」については、手話通訳者の不足が課題であり、関係事業所

等と連携し、研修機会等の情報発信に努め、必要なサービス量を確保するとともに、

「日常生活用具給付等事業」については、障害のある人が生活の質の向上を図るこ

とができるよう、障害の特性に合わせた適切な用具の給付を行います。 

「移動支援事業」については、障害のある人の社会参加を支援するサービスとし

て今後も事業量の増加が見込まれるため、京都府や近隣自治体、サービス提供事業

所と連携し、見込量の確保に努めます。また、研修に関する情報提供や参加を働き

かける等、介護従事者の育成と確保を図ります。 
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２ 任意事業 

（１）訪問入浴サービス事業 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

訪問入浴サービス事業 
入浴が困難な在宅の身体障害のある人に、訪問により居宅において入浴

サービスを提供する事業です。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

見込量 
箇所数 4 4 4 4 4 4 

延利用者数 400 480 560 360 360 360 

実績 
箇所数 3 4 4 4 4 4 

延利用者数 365 162 214 237 247 252 

※平成 29 年度は９月時点における見込数値。 

 

【第５期サービスの見込量】 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

箇所数 ４ ４ ４ 

延利用者数 350 350 350 

 

【考え方】 

   入浴が困難な在宅の身体障害のある人に、居宅で入浴サービスの提供を図ります。介

助をしている家族等のニーズを勘案し、サービス見込量を算出しています。 
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（２）日中一時支援事業 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

日中一時支援事業 
障害のある人に対して、日中における活動の場の確保と、家族の就労支

援や一時的な休息等を支援します。 

 

【第３・４期サービスの見込量と実績】 

障害者日中一時 

  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

見込量 
箇所数 6 6 6 10 10 10 

延利用者数 3,900 4,000 4,100 5,500 5,600 5,700 

実績 
箇所数 8 10 10 12 10 10 

延利用者数 4,353 4,794 5,440 4,855 4,937 5,602 

 

児童日中一時 

  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

見込量 
箇所数 2 3 3 3 4 4 

延利用者数 4,800 4,900 5,000 5,600 5,800 6,000 

実績 
箇所数 2 2 2 2 2 2 

延利用者数 4,639 5,161 5,116 4,967 4,687 4,596 

※平成 29 年度は９月時点における見込数値。 

 

【第５期サービスの見込量】 

サービス名  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

障害者日中一時支援事業 
箇所数 10 10 10 

延利用者数 5,050 5,050 5,050 

児童日中一時支援事業 
箇所数 3 3 3 

延利用者数 5,500 5,500 5,500 
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【考え方】 

 ・障害者日中一時支援事業 

    障害者の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び日常的に介護してい

る家族の一時的な休息を目的として、一時的に施設で預かります。対象者のニーズを

勘案し、必要な事業量を確保するための見直しを行い、サービス見込量を算出してい

ます。 

 

・児童日中一時支援事業 

    特別支援学校等に在籍している児童に、放課後や長期休暇期間中の活動の場を提供

します。現在、箇所数が少ないため、自宅から離れた地域での利用者もあり、送迎時

間等の課題があげられています。また、障害者日中一時支援事業の中に一時的に障害

児日中一時支援事業を実施している事業所もあります。保護者等のニーズを勘案し、

サービス提供事業所と事業体制を検討しながら、各地域で事業展開ができるよう基盤

整備を目指すとともに、必要な事業量を確保するための見直しを行い、サービス見込

量を算出しています。 
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（３）生活訓練等事業 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

生活訓練等事業 

精神障害のある人に対して、レクリエーション、創作や季節の行事等を

実施する精神障害者社会復帰教室を実施します。また、障害のある人に

対して、グループホームを利用して、主に夜間及び休日において日常生

活上必要な訓練・指導を行う障害者共同生活支援事業を実施します。 

 

【第４期のサービスの実績】 

サービス名  
実 績 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

精神障害者社会復帰教室 箇所数 3 2 2 

障害者共同生活支援事業 箇所数 4 4 4 

※平成 29 年度は９月時点における見込数値。 

 

【第５期サービスの見込量】 

サービス名  
見込量 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

精神障害者社会復帰教室 箇所数 2 2 2 

障害者共同生活支援事業 箇所数 4 4 4 

 

 

【考え方】 

  ・精神障害者社会復帰教室  

   精神障害のある人に対して、レクリエーションや創作活動、季節の行事等の教室を

開催し、社会復帰を促進します。 

   

・障害者共同生活支援事業 

    グループホームを利用して、夜間及び休日における共同生活の訓練を行い、地域生

活を進めるための支援を行います。市内のグループホーム４か所で実施します。 
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（４）生活サポート事業 

 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

生活サポート事業 
在宅で生活する障害のある人に対して、ホームヘルパーを派遣し、日常

生活に関する支援や家事に対する支援を行う事業です。 

 

【第４期のサービスの実績】 

サービス名  
実 績 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

生活サポート事業 箇所数 2 2 2 

※平成 29 年度は９月時点における見込数値。 

 

【第５期のサービスの見込量】 

サービス名  
見込量 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

生活サポート事業 箇所数 2 2 2 

 

【考え方】 

   介護給付支給決定者以外の障害のある人に対し、日常生活に関する支援や、家事に対

する支援を行います。引き続き２か所で実施していきます。 
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（５）社会参加促進事業 

【サービスの概要】 

サービス名 内 容 

社会参加促進事業 

視覚・聴覚言語障害のある人の社会研修や、要約筆記奉仕員を養成

する奉仕員養成事業を実施します。また、障害のある人の自動車運

転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する自動

車運転免許取得・改造助成事業を実施します。 

【第４期のサービスの実績】 

サービス名  
実 績 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

視覚・聴覚障害者研修 箇所数 2 2 2 

要約筆記奉仕員登録者数 延登録者数 90 92 94 

自動車運転免許取得助成 延利用件数 2 2 2 

自動車改造費助成 延利用件数 2 2 2 

※平成 29 年度は９月時点における見込数値。 

 

【第５期のサービスの見込量】 

サービス名  
見込量 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

視覚・聴覚障害者研修 箇所数 2 2 2 

要約筆記奉仕員登録者数 延登録者数 90 92 94 

自動車運転免許取得助成 延利用件数 2 2 2 

自動車改造費助成 延利用件数 2 2 2 

※見込量は年度分。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意事業の見込量確保の方策 
 

各事業の利用状況を把握し、障害のある人が必要とするサービスを利用できるよ

う関係機関、障害者団体、サービス提供事業所等と連携し、事業を実施していきま

す。 

また、「児童日中一時支援事業」については、ニーズが高く、今後も利用の増加

が予測されることから、サービス提供事業所と連携しながら、利用定員の拡大と新

たな事業所の参入を促進していきます。 
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【地域生活支援事業の必要量見込み一覧】（年度あたりの見込量） 

事業種別 摘要 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

相談支援事業 箇所数 2 か所 2 か所 2 か所 

自立支援協議会 実施の有無 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業 相談件数 5 件 6 件 7 件 

意思疎通支援事業 
派遣見込者数 200 人 200 人 200 人 

設置見込者数 1 人 1 人 1 人 

手話奉仕員養成研修事業 登録見込数 11 人 11 人 11 人 

日常生活用具給付等事業  年間件数 1,902 件 1,932 件 1,962 件 

 

介護・訓練支援用具 年間件数 5 件 5 件 5 件 

自立生活支援用具 年間件数 22 件 22 件 22 件 

在宅療養等支援用具 年間件数 10 件 10 件 10 件 

排泄管理支援用具 年間件数 1,820 1,845 件 1,870 件 

情報・意思疎通支援用具 年間件数 35 件 40 件 45 件 

住宅改修費 年間件数 10 件 10 件 10 件 

移動支援事業 

延利用者数 430 人 440 人 450 人 

延時間数 4,730 時間 4,840 時間 4,950 時間 

地域活動支援センター事業 

箇所数 3 か所 3 か所 3 か所 

延利用者数 12,100 人 12,100 人 12,100 人 
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事業種別 摘要 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問入浴サービス事業 

箇所数 4 か所 4 か所 4 か所 

延利用者数 350 人 350 人 350 人 

障害者日中一時支援事業 

箇所数 10 か所 10 か所 10 か所 

延利用者数 5,050 人 5,050 人 5,050 人 

児童日中一時支援事業 

箇所数 3 か所 3 か所 3 か所 

延利用者数 5,500 人 5,500 人 5,500 人 

精神障害者社会復帰教室 箇所数 2 か所 2 か所 2 か所 

障害者共同生活支援事業 箇所数 4 か所 4 か所 4 か所 

生活サポート事業 箇所数 2 か所 2 か所 2 か所 

視覚・聴覚障害者研修 箇所数 ２か所 ２か所 2 か所 

要約筆記奉仕員登録者数 延登録者数 90 人 92 人 94 人 

自動車運転免許取得助成 延利用件数 2 件 2 件 2 件 

自動車改造助成 延利用件数 2 件 2 件 2 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※単位が「人」の場合は１年間の延べ利用人数。「件」の場合は１年間の延べ件数。「時間」の場合は１年間の延べ

利用時間数。「か所」は実施箇所数。 
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第４章 障害児福祉計画 
 

第１節 児童福祉法等の概要 
 

障害のある児童を対象とした事業については、これまで知的障害児通園施設等の施設系

は「児童福祉法」、児童デイサービスといった事業系は「障害者自立支援法」に基づき、

（現在「障害者総合支援法」）サービスの提供が行われてきました。しかし、両法律の改

正法施行（平成 24 年４月 1 日）に伴い、「児童福祉法」に根拠法が一本化されることと

なり、障害児施設・事業の体系は変更となりました。 

本市では、今後も法施行に伴う制度変更により、利用者に不利益を生じさせることなく

円滑にサービス提供が行われるよう、関係機関、サービス提供事業所と連携し、実施体制

の充実に努めていきます。 

 

 

第２節 障害児通所支援の推進 
 

（１）児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援の推進  

 

【事業の概要】 

サービス名 内 容 

児童発達支援 

身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童

（発達障害児を含む）、療育が必要と認められた児童を対象に、日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練

等を行います。 

医療型児童発達支援 

身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童

を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集

団生活の適応訓練等の児童発達支援に加え、治療を行います。 

居宅訪問型児童発達

支援 

重症心身障害児等の重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児

通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児を対象に、

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適

応訓練等が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行いま

す。 
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【第３・４期サービスの実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

児童発達支援 

人日/月 
 ８５ 

(75.8) 

１２９ 

(127.6) 

１２０ 

(127.8) 

163 

(149.3) 

148 

(155.1) 

182 

(164.3) 

人/月 
２７ 

(22.5) 

３８ 

(35.1) 

３７ 

(37.9) 

60 

(45.3) 

60 

(51.1) 

56 

(53.8) 

医療型児童 

発達支援 

人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実績。

平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

※医療型児童発達支援に係る支給実績なし。 

 

【第５期のサービスの見込量】 

サービス名 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

児童発達支援 
171 人日分 180 人日分 189 人日分 

57 人分 60 人分 63 人分 

医療型児童発達支援 
3 人日分 3 人日分 3 人日分 

1 人分 1 人分 1 人分 

居宅訪問型 

児童発達支援 

3 人日分 3 人日分 3 人日分 

1 人分 1 人分 1 人分 

 

【考え方】 

児童発達支援については、市町村が支給決定を行い、費用を支弁することとなります。

そのため、円滑に事業を運営できるよう、関係機関、サービス提供事業所と連携し、実

施体制の充実を図ります。平成 28 年度までの実績数値を基礎に今後の予定利用者数と

利用者のニーズを勘案し、見込量を算出しています。 

医療型児童発達支援及び居宅訪問型児童発達支援については、京都府、関係機関、近

隣の自治体と連携をしながら、サービスの円滑な提供のための基盤整備を進めていきま

す。 
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（２）放課後等デイサービスの推進    

 

【事業の概要】 

サービス名 内 容 

放課後等デイサービス 

学校在学中の障害のある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中

において、生活能力向上のための訓練等を継続的に実施し、障害のある

児童の放課後等の居場所を提供します。 

 

【第３・４期のサービスの実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

放課後等 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

人日分 
 106 

(111.7) 

80 

(78.7) 

105 

(108.7) 

114 

(141.7) 

94 

(148.3) 

169 

(165.7) 

人分 
43 

(38.0) 

28 

(26.5) 

30 

(27.0) 

28 

(29.3) 

33 

(36.5) 

36 

(29.3) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実

績。平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期のサービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

152 人日分 152 人日分 152 人日分 

32 人分 32 人分 32 人分 

 

【考え方】 

サービス提供事業所と連携し、サービス実施体制の確保を図ります。今後の利用者人 

数等を勘案し、見込量を算出しています。 
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（３）保育所等訪問支援の推進     

 

【事業の概要】 

サービス名 内 容 

保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障害のある児童、又は今後利用する予定の障害

のある児童が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援

を必要とする場合、その本人及び当該施設のスタッフに対し、集団生活

に適応するための訓練や支援方法の指導等の支援を行います。 

 

【第３・４期のサービスの実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

保育所等

訪問支援 

人日分 - 
10 

(4.7) 

13 

(3.0) 

1 

(1.8) 

0 

(1.8) 

2 

(1.8) 

人分 - 
10 

(4.3) 

13 

(3.0) 

1 

(1.7) 

0 

(1.8) 

2 

(1.7) 

※表中上段は各年度の３月分実績。また、表中下段(  )内は各年度の月あたり平均実

績。平成 29 年度は９月分実績（上段）及び９月分までの平均実績（下段）。 

 

【第５期のサービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

2 人日分 2 人日分 2 人日分 

2 人分 2 人分 2 人分 

 

【考え方】 

   この事業は個別給付のため、保護者の障害受容が前提となります。関係機関及びサー

ビス提供事業所と連携し、適切な支援を提供できるよう実施体制の確保を図ります。 

   本市全体の児童数は減少傾向にあり、障害のある児童数と利用ニーズを勘案し、見込

量を算出しています。 
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第３節 障害児相談支援の推進    
【事業の概要】 

サービス名 内 容 

障害児相談支援 

児童発達支援及び放課後等デイサービス等を利用するすべての障害児

を対象に、支給決定前又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画・

障害児支援利用計画案を作成するとともに、一定の期間ごとにサービス

等の利用状況のモニタリングを行います。 

 

【第３・４期のサービスの実績】 

サービス名 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

障害児 

相談支援 
人分 - 43 22 24 16 18.5 

※各年度の月あたり平均実績。平成 29 年度は９月分までの平均実績。 

 

【第５期のサービスの見込量】 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

24 人分 24 人分 24 人分 

 

【考え方】 

児童発達支援及び放課後等デイサービス等を利用するすべての障害児が対象となる

ため、相談支援専門員の研修体系にあわせて、京都府や関係機関等と連携して相談支

援専門員の確保及び質の向上を図ります。 
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第４部 計画の推進体制 

第１章 計画の推進体制の構築 
 

第１節 地域との連携 
 

障害のある人に対する施策を推進していくためには、地域住民をはじめ、サービス提供

事業者、ボランティア・ＮＰＯ、民間企業、関係機関等との連携・協働が重要となります。

そのため、自立支援協議会等の機会を通して連携を深めるとともに、地域住民やボランテ

ィア等の地域福祉活動との連携・協働体制づくりを進めていきます。 

 

 

第２節 保健・医療との連携 
 

障害のある人のニーズが多様化するなか、また重度障害者や難病患者への適切な対応や

学習障害（ＬＤ）、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症、発達障害及び精

神障害等への対応が求められるなか、障害のある人の地域生活を支えるサービスにおいて

も、保健・医療的なケアを含めた総合的なサービス提供が必要となります。そのため、自

立支援協議会を活用し、医療機関、サービス提供事業所、関係各課等の保健・医療・福祉

の連携を強化します。 

 

 

第３節 庁内推進体制の整備 
 

障害者福祉施策については、教育、保健・医療、福祉、雇用・就労、都市計画等、全庁

的な取り組みが必要なことから、庁内各課の緊密な連携を図り、全庁が一体となって各種

施策を推進していきます。 
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第２章 計画の点検・評価 
 

京丹後市障害者計画は、京丹後市における障害者施策全般に関わる理念や基本的な方

針・目標を定めた「基本計画」と、京丹後市における障害福祉サービス等の提供に関する

具体的な体制づくりや、障害福祉サービス等を確保するための方策等を事業計画として取

りまとめた「障害福祉計画」との２部構成となっています。 

「基本計画」は、障害のある人に対する施策全般を推進するものであり、「障害福祉計

画」は、障害福祉サービスの円滑な提供とサービス基盤の整備を図る計画であることから、

次期計画の策定時期に「健康と福祉のまちづくり審議会」及び「自立支援協議会」におい

て点検・評価を行います。 

また、この計画は、「第２次京丹後市総合計画」を上位計画としていることから、総合

計画に定められた目標指標の達成を目指す計画として推進します。 

 

 ■ 第２次京丹後市総合計画における目標値 
 

指 標 目 標 目標年度 

   

ホームヘルプサービス事業所数  12 事業所 Ｈ36 

ショートステイサービス事業所数 15 施設 Ｈ36 

グループホーム設置数 10 箇所 Ｈ36 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



112 
 

第３次京丹後市障害者計画 

第５期京丹後市障害福祉計画 

～共に生きる障害者福祉の充実～ 

可能性が広がるキラリと光り輝く未来に向けて 
 
 

発行年月：平成３０年３月 

発  行：京丹後市 

編集：京丹後市 健康長寿福祉部 障害者福祉課 

〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷 691 番地 

TEL：（0772）69‐0320 FAX：（0772）6２‐1156 
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